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第 2 回 代議員会次第 

 

１ 開   会 

 

２ 理事長 あいさつ 

 

３ 議   題 

 

（議決事項） 

 議案第１号 年金資産の運用に関する基本方針案について 

 

議案第２号 鹿児島県病院企業年金基金規約の一部変更について 

  

（報告事項） 

報告第１号 基本プラスアルファ部分選択状況について 

 

報告第２号 年金資産運用状況について 

    

   報告第３号 キャッシュバランスプランの適用利率の改定について 

    

   報告第４号 事業主向け「病院年金基金ニュース」発刊について 

 

（その他） 

 

４ 閉   会 
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（議決事項） 

議案第１号 年金資産の運用に関する基本方針について                    

 

平成 29 年 11 月 8 日に公布されたＤＢ（確定給付企業年金）ガバナンス見直しに関

する省令および通知等により、平成 30年 4月 1日までに運用の基本方針および政策的

資産構成割合（政策アセットミックス）の変更とこれに関する規約変更が必要となり

ました。議案第 1号では、運用の基本方針の変更案をご審議いただきます。 

 

 これまでは、「運用の基本方針」については小規模ＤＢに策定義務がなく、「政策的

資産構成割合の策定」は努力義務とされていましたが、一定の予定運用利回りを確保

する必要があるＤＢ制度においては、積立金の運用の目的やその資産構成などの事項

を記載した「運用の基本方針」や長期にわたり維持すべき資産の構成割合である「政

策的資産構成割合」の策定なしに安定的な運用は困難であると考えられるため、改正

により、原則全てのＤＢにおいて「運用の基本方針」及び「政策的資産構成割合」の

策定が義務付けられました。施行日は平成 30年 4月 1日とされています。 

 

 

 

 

 ＤＢにおいて、より安定的な運用を行うため、資産運用管理体制の強化等を図る観

点から、確定給付企業年金に係る資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドライ

ン（以下ガイドラインと言います）と題された年金局長通知が見直されました。この

内容も今回の基本方針変更に織り込んでいます。 

　

運用受託機関の選任および評価

運用業務に関する報告の内容および方法

運用業務に関し遵守すべき事項

政策的資産構成割合

 積立金の運用の目標を達成するために、長期に

 わたり維持すべき資産の構成割合のこと。

 （政策アセットミックスとも呼ばれます。）

運用の基本方針

資産運用にかかる以下の基本的な方針を規定します。

積立金の運用の目標

運用資産の構成
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【議決要 届出不要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①

であるとともに、その採用の際に運用受託機関との間で利益相反がないか

確認する。

第4条
（採用予定は
ありません）

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

加入者等への業務概況の周知において、加入者等へわかりやすく開示する

ための工夫を講ずることが望ましい。

第10条
第11条

運用コンサルタントが金融商品取引法上の投資助言・代行助言・代理業者

スチュワードシップ・コードの受け入れや取組み、ＥＳＧに対する考え方を運用

受託機関の選任・評価の際の定性評価項目とすることを検討することが望ま

しい。

第8条

運用受託機関の選任・評価状況などを代議員会に報告するとともに、資産

運用委員会の議事録の保存、議事概要を加入者に周知する。

オルタナティブ投資について、運用機関の選任及び商品選択等についての

一定の内容に留意する。
第12条

ガイドラインにおいて、運用受託機関の選任・評価について厚生年金基金に

求めている事例や定性・定量評価項目の一つである「内部統制の保証報告

書の取得」、「投資パフォーマンス基準（ＧＩＰＳ）への準拠」を例示する。

ともに、運用委託先が特定の運用機関に集中しないための方針を定める。

ガイドラインの見直し内容 基本方針

設置済

第6条
第7条

資産規模100億円以上のＤＢは資産運用委員会を設置する。

分散投資を行わないＤＢは基本方針への記載及び加入者への周知を行うと
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年金資産の運用に関する基本方針 

 

 

鹿児島県病院企業年金基金（以下「当基金」という）は、年金給付等積立金（以下「年金資産」と

いう）の運用にあたり以下の基本方針を定める。当基金から年金資産の運用や管理を委託された運

用受託機関は、本基本方針および別途定める「年金資産の運用ガイドライン」（以下「運用ガイドライ

ン」という）の規定を遵守し年金資産の運用、管理を行うものとする。 

 

（運用目的） 

第 1 条  当基金は、当基金が実施する企業年金基金の規約に規定した年金給付金および一時金等

の支払いを将来にわたり確実に行うことを目的とし、許容されるリスクの範囲内で、必要とされる運用

収益を長期的に確保することを運用目的とする。 

 ２ 本基本方針における「リスク」とは、「運用収益率の不確実性」を言い、リスクの計測指標として運

用収益率の「標準偏差」を用いるものとする。 

 ３ 運用収益の測定は時価をもって行い、計測指標としては、個別ファンドについては「時間加重収益

率（厳密法）」を原則とし、資産全体については、「修正総合収益率」等、他の指標を用いることがで

きるものとする。 

 

（運用目標） 

第 2 条  目標とする収益率は、将来にわたって健全な年金制度運営を維持するために必要な収益率、

具体的には当基金の予定利率とし、これを長期的に上回るものとする。 

    また、各運用受託機関においては、個別ファンド、あるいは運用資産ごとに市場収益率（以下「ベ

ンチマーク」という）を長期的に上回ることを運用目標とする。 

 

（政策的資産構成割合） 

第 3 条  前述の運用目標を達成するために、政策的資産構成割合（以下「政策アセットミックス」という）

を定め、これに基づいた資産構成割合を別紙の通りに定める。この政策アセットミックスは、必要に応

じてＡＬＭ分析等の結果を参考とし、年金制度の成熟度等も勘案し、長期的観点から策定する。 

 ２ 前項のＡＬＭ分析とは、年金制度にとって最適なアセットミックスを検討・選択することを目的に、中

長期での資産・負債の将来予測・分析を行う手法を指す。 

 ３ 政策アセットミックス策定に用いる運用収益率およびリスクは、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社が公

表する中期金融変数とする。これを継続使用することで策定時以降の政策アセットミックスの妥当性

検証に一貫性を持たせる。 

 ４ なお、策定にあたっては、運用コンサルタント等や年金資産管理運用委員会、または金融機関等

の金融経済の専門的知識および策定実務の経験を有する者と当基金が判断する者から意見を徴

収することを妨げない。 

 

（運用コンサルタント等） 

第 4 条 運用の基本方針、運用ガイドラインや政策アセットミックスの策定、運用受託機関等の選任・

評価等に関し、必要な場合には運用コンサルタント等の外部の機関に分析・助言を理事会での意思
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決定に基づき求めることができるものとする。 

２ 運用コンサルタント等と契約を締結する場合、当該運用コンサルタント等が運用受託機関の選任・

評価等、投資助言・代理業を行う場合は、金融商品取引法上の規定による投資助言・代理業を行

う者としての登録を受けているかの確認を行う 

３ また、当該運用コンサルタント等の運用受託機関との契約関係の有無の確認、および当該運用コン

サルタント等の助言内容が中立性・公平性が確保されたものであるか等の検証に努めなければなら

ない。 

 

（リスク管理） 

第 5 条 当基金は、運用目標を達成するために策定した政策アセットミックスに則し、想定したリスクの

もとで運用収益を長期的に確保するために、リスク管理に係る以下項目等に十分配慮することとす

る。 

 ２ 政策アセットミックスを策定する際に、投資対象を選定し、その期待収益率や収益率のリスク、ま

た各投資対象の収益率の相関係数を考慮すること。 

 ３ 合同運用を行う場合は、投資対象とする資産の運用スタイル（ベンチマーク、投資対象、リスクコ

ントロールの目標、リバランス等）について、当基金で想定するスタイルと合致しているかを判別するこ

と。 

 ４ 金融商品販売法に基づいて、新たに投資対象として追加する資産のリスクについて運用受託機

関等からも説明を受け、リスクの内容ならびに所在について認識をすること。 

 

（分散投資） 

第 6 条 年金資産の運用にあたっては、策定した政策アセットミックスを基本とし、運用収益率とリスク

等が異なる複数の運用資産に分散投資し、将来にわたる資産側および負債側の変動予測を踏まえ、

負債と資産を総合的に管理しなければならない。 

 

（集中投資） 

第 7 条 当基金の年金資産全体からみて特定の運用受託機関の特定の商品に対する資産の運用

委託が過度に集中しないようにしなければならない。 

ただし、以下に定める合理的理由がある場合は、運用受託機関の信用リスク等に十分な注意を払

った上で投資することができる。 

① 特定の運用受託機関の複数の資産で構成される商品、複数の投資戦略を用いる商品また

は複数の商品に投資する場合 

② 生命保険一般勘定契約または生命共済一般勘定契約等元本確保型の資産に投資する場

合 

③ ベンチマークとの連動性を目的とする商品に投資する場合 

④ 市場急変時等のリスク回避行動の結果として特定の運用受託機関に運用委託が集中する

場合 

 

（運用受託機関の選任および評価） 

第 8 条 前述の政策アセットミックスに基づき、運用資産区分ごとに運用スタイル・手法等の分散を勘

案の上、年金資産管理運用委員会等での意思決定に基づき、最適な運用受託機関を選任し、各
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運用受託機関に対し運用資産等を定めた「運用ガイドライン」を提示する。なお、運用受託機関の選

任にあたっては、定量評価および定性評価により総合的に判断する。 

また、必要に応じて運用受託機関の運用実務に携わる者に対するヒアリングなども判断材料としな

がら、十分に検討するものとする。 

２ なお、オルタナティブ投資に係る運用受託機関の選任および評価は本項目に加え、後段に定め

るオルタナティブ投資にかかる留意点に定める事項も十分に検討の上、行うものとする。 

 

  ○定量的評価 

定量評価は、時価による運用収益率とリスクを基準とし、一般的に適正と認められる方法で行う。

なお、定量評価の際に提示を受ける収益率およびリスクの例としては、グローバル投資パフォーマン

ス基準（ＧＩＰＳ）に準拠し検証を受けたものなど一定の合理的な方法に基づいて計算され管理されて

いるもの等があるが、ＧＩＰＳに馴染まない運用商品はその限りでない。 

具体的には、各運用資産のベンチマークは次の指標とし、以下の方法により評価を行う。ただし、

当基金が運用受託機関との協議の上、ベンチマークを運用ガイドラインにて提示した場合は、運用ガ

イドラインにて提示のベンチマークにて評価を行う。 

① 個別ファンドごとの評価 

・個別ファンドごとの時価による収益率とベンチマークを比較する等により行う。 

   ② 運用資産ごとの評価 

     ・特定の運用受託機関が、運用資産の中で複数の投資戦略を用いる複数のファンドに投資す

る場合は、運用資産ごとの時価による収益率とベンチマークを比較する等により行う。 

   ③ 資産全体の評価 

・資産全体の時価による収益率と複合ベンチマーク等を比較する等により行うのが一般的だが、

当基金では運用受託機関ごとに役割を分担させているため、本項目により各運用受託機関の

評価を行うことはない。 

・基金資産全体の評価は、基金の予定利率との比較をもって行う。 

 ④ 運用受託機関相互の比較評価 

・同一の役割を複数の運用受託機関が担当している場合に限り、運用資産ごとの時価に 

よる収益率およびリスク、各運用受託機関が担当している資産全体の時価による収益率およ

びリスクを比較する等により行う。 

   ⑤ アクティブ運用においては、例えばシャープレシオやインフォメーションレシオ（超過運用収益を

得るために、どのくらいリスクが取られたかを計測する指標）等の指標も参考とする。 

    ・シャープレシオの定義は以下の通り。 

     シャープレシオ=（運用商品の収益率-リスクフリーレート）/（運用商品の標準偏差） 

    ・インフォメーションレシオの定義は以下の通り。 

     インフォメーションレシオ=（運用商品の超過収益率）/（運用商品の超過収益率の標準偏差） 

   ⑥ 評価は原則として３～５年程度の実績等に基づいて行うが、運用成績が著しく不良である場合

や当該運用受託機関に委任することが社会的に著しく不適当と認められる場合等は、この限り

ではない。 
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○定性的評価 

定性評価は、運用受託機関の経営理念・経営内容および社会的評価と信用力、企業年金制度

に対する理解と関心等に加えて、以下の項目等を考慮した上で、総合的に判断する。 

① 投資方針 

・ 内容の明確性、合理性、一貫性など 

・ 「責任ある機関投資家の諸原則」（日本版スチュワードシップ･コード）の受入表明を行ってい

る運用受託機関については、その取組方針について開示された事項 

・ ＥＳＧ（環境、社会、ガバナンス）に対する考え方 

② 組織および人材 

・ 意思決定の流れや責任の所在の明確性 

・ 十分な専門性・経験を有する人材の配置 

・ 人材の定着度と運用の継続性・再現性の確保 

③ 運用プロセス 

・ 投資方針との整合性 

・ 運用の再現性 

・ 運用収益の追求方法の合理性・有効性 

・ リスク管理指標の合理性・有効性 

④ 事務処理体制 

・ 売買、決済等の事務処理の効率性および正確性 

・ 運用実績の報告の迅速性、正確性、透明性 

⑤ リスク管理体制 

・ 実効性および適切性など 

⑥ コンプライアンス 

・ 法令や運用ガイドライン遵守体制の整備状況 

・ 過去における法令違反の有無 

・ 事故発生時における対応体制 

・ 監査の状況（内部監査、外部監査※） 

 ※外部監査としては、会計監査・内部統制監査（SSAE16：米国保証業務基準第16号 

  による内部統制報告、ISAE3402：国際保証業務基準による内部統制報告）・パフォー 

  マンス測定体制の外部検証（GIPS：グローバル投資パフォーマンス基準）等が該当 

国内債券 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）

国内株式 ＴＯＰＩＸ（配当込み）

外国債券 FTSE世界国債インデックス（WGBI）（除く日本、円ベース）

外国株式 ＭＳＣＩ　ＫＯＫＵＳＡＩ（円ベース、税引前・配当込）

短期資産 コール・ローン（有担保・翌日物）

オルタナティブ資産等 別途運用受託機関と協議する。

運用資産 ベンチマーク
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 ※受託する業務（生命保険一般勘定契約または生命共済一般勘定契約は除く）に係る 

  内部統制の保証報告書（日本公認会計士協会監査・保証実務委員会実務指針第86 

  号その他の基準にもとづく報告書をいう）等の保証業務の提供有無 

  

（運用受託業務に関する報告の内容および方法） 

第 9 条 運用受託機関に対して、残高状況、損益状況、取引状況、費用状況等に係わる年金資産

の管理に関する報告書、並びにパフォーマンス状況、ポートフォリオ状況、運用方針等に係る年金資

産の運用に関する報告書を原則として四半期ごとに求める。また、必要に応じて当基金とのミーティ

ングを行うことを求める。なお、運用受託機関が日本版スチュワードシップ･コードを受け入れている場

合には、その運用受託機関が行った活動（議決権行使を含む）の実績について開示された資料の提

供を受ける。 

 

（代議員会） 

第 10 条 当基金は、代議員会に対しては、以下の事項等を正確に、かつ、わかりやすく報告するもの

とする。 

  ① 運用の基本方針および運用ガイドライン 

  ② 運用受託機関の選任状況 

  ③ 運用受託機関の評価結果 

  ④ 運用受託機関のリスク管理状況 

  ⑤ 運用結果（時価による資産額、資産構成、収益率、リスク、運用受託機関ごとの運用実 

績等） 

  ⑥ 運用受託機関から受け取ったスチュワードシップ活動に関する報告 

  ⑦ 基金の管理運営体制の状況 

  ⑧ 理事会における議事の状況 

  ⑨ 年金資産管理運用委員会における議事の状況その他情報 

 

（加入員への周知） 

第 11 条 当基金は、加入員に対しては、以下の事項等をわかりやすく工夫した上で周知するものとす

る 

  ① 積立金の運用収益または運用損失および資産の構成割合その他積立金の運用の概況 

  ② 運用の基本方針の概要等 

  ③ 年金資産管理運用委員会の議事の概要等 

  ④ 運用受託機関から受け取ったスチュワードシップ活動に関する報告 

  ⑤ 分散投資を行わないことにつき合理的理由がある場合はその理由 

 

（運用業務に関し遵守すべき事項） 

第 12 条 資産の運用に当たって、次の事項を遵守するものとする。 

○各運用資産の共通事項 

・  運用上のリスク管理の観点から、十分な分散投資を行うこと。 

・  合同運用ファンドでの運用を行う場合は、運用対象および運用スタイルが明確なファンドのみ

を対象とすること。 
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・  余裕資金は必要最小限とすること。また、余裕資金の管理は明確に把握できるように区分し

て行うこと。 

・  デリバティブの利用にあたっては、原則としてヘッジ取引に限定して行うものとし、投機的な取

引は行わないこと。ただし、為替予約取引について、運用効率に資することを目的に行う為替

クロスヘッジ取引は容認する。なお、ヘッジ目的以外でのデリバティブの利用およびレバレッジ

取引等を行う場合は、事前に運用受託機関と協議すること。 

・ セキュリティーズ・レンディングについては、事前に運用受託機関と協議すること。なおカウン

ターパーティーリスク等のリスク管理に十分注意を払うこと。 

・  有価証券の運用にあたっては、高い売買回転率による取引コストの増大によって、収益率を

かえって低くするようなことは避けること。 

 

○国内債券 

・  投資対象は円貨建債券とし、債券の格付、クーポン、償還日等の発行条件、発行者等につ

いて十分調査分析を行った上で銘柄を選択するとともに、適切な分散化を図ること。  

○国内株式 

・  投資対象は、原則として国内の各証券取引所、店頭市場において公開されている株式とし、

投資対象企業の経営内容、成長性等について十分な調査、分析を行った上で銘柄選択す

るとともに、業種、銘柄等については適切な分散化を図ること。 

・  買い占め等の仕手戦には参加しないこと。 

・  信用取引を行う場合、事前に運用受託機関と協議すること。 

○外国債券 

・  投資対象市場リスクおよび為替リスクについて十分調査した上で、投資対象国および通貨を

選定すること。 

・  投資対象の債券の格付、クーポン、償還日等の発行条件、発行者等について十分調査分析

を行った上で銘柄を選択するとともに、投資対象国や通貨、発行者等につき適切な分散化

を図ること。 

  ○外国株式 

・  投資対象市場リスクおよび為替リスクについて十分調査した上で、投資対象国および通貨を

選定すること。 

・  投資対象企業の経営内容、成長性等について十分な調査、分析を行った上で銘柄選択す

るとともに、投資対象国や通貨、業種、銘柄等については適切な分散化を図ること。 

  〇代替投資 

    ・ 上記４資産については、政策アセットミックスに基づき、それぞれ一定割合を代替投資に充て

る。代替投資実施の主たる目的はリスク分散にあるが、従たる目的として分散投資の推進と

集中投資排除にも資するものである。代替投資の定義は、後述のオルタナティブ投資の定義

に属さない運用戦略で、各運用資産のベンチマークとは異なるベンチマークを採用するものと

する。 

    ・ 国内債券の代替投資には、為替フルヘッジ外国債券を含むものとする。 

    ・ 外国債券、外国株式の代替投資には、為替フルヘッジ戦略を含むものとする。 

    ・ 代替投資に充てるに相応しい運用商品が無い場合、一時的にベンチマークに連動することを

目的とする商品に投資することがある。 
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○オルタナティブ投資等 

・ ヘッジファンド、プライベートエクイティ、コモディティ、不動産（不動産ファンド含む）、貸付金、

その他商品等（以下「オルタナティブ資産等」という）に関しては、そのリスク・リターン特性、

流動性や適正な時価評価、組入れ比率、スキーム等を十分な調査を行った上で行うこと。 

・ オルタナティブ資産への投資にあたっては、その目的・位置付け等を明確にした上で行うこと。

また、具体的事項は以下の留意事項に基づき行うこと。 

 

＜オルタナティブ投資を行う場合の留意事項＞ 

① 定義 

 オルタナティブ投資とは、内外債券および内外株式といった伝統的資産（以下「伝統的資産」

という）以外への投資を対象としたもの、および現物資産の買建てといった伝統的投資手法以

外での運用戦略およびデリバティブ取引等をヘッジ目的以外で明確に収益源泉として利用す

る運用戦略と定義する。 

② 目的 

  当基金は、年金資産運用における収益源泉の分散および収益機会の追求を目的に、伝統

的資産とは異なる収益率とリスク、各運用資産との相関関係、流動性等のオルタナティブ資

産の固有の特性を十分に理解した上で、オルタナティブ投資を行う。 

③ 位置付け  

当基金は、オルタナティブ資産を政策アセットミックス上の独立した資産クラスとしてオルタ

ナティブ投資商品毎にその位置付けを決定する。 

④ 投資割合 

オルタナティブ投資は、政策アセットミックスで定める割合の範囲内とする。 

その際、そのリターン/リスク特性を定性的のみならず、できる限り定量的に把握・分析するも

のとし、適切なプロセスを経て、総合的に評価した上で、他の資産と同様に、投資割合等（基準

となる構成割合と乖離許容幅等）を決定するものとする。 

なお、オルタナティブ１商品あたりの投資額は、分散投資の推進および集中投資の排除の

観点から基金資産全体の概ね５％を上限とする。ただし、時価の変動等により一時的に超過

する場合は、この限りではない。 

⑤ オルタナティブ商品の選定 

オルタナティブ投資における運用受託機関およびオルタナティブ商品を選定するにあたって

は、本基本方針の前項までの規定内容に加え、オルタナティブ投資固有のリスクを考慮する等

以下の基準も考慮のうえ選定する。 

なお、当基金では当面の間、流動性確保の観点から、請求から概ね 6 か月以内に換金でき

ない商品については選定対象としない。 

⑥ オルタナティブ投資の留意事項 

ア） オルタナティブ投資に係る運用受託機関の選任に当たっては、以下の事項に留意しなけ

ればならない。 

ａ 当該運用受託機関の組織体制に関する事項 

  ・組織の概況、意思決定プロセスの流れ 

  ・コンプライアンス（法令及び運用ガイドラインの遵守状況）等の内部統制体制 

  ・監査体制（内部監査、外部監査） 
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  ・一般に適正と認められる認証基準等の取得状況 

ｂ 当該運用受託機関の財務状況等に関する事項 

 ・財務状況の推移 

 ・運用受託実績等の推移 

 ・一般に適正と認められる格付機関等による評価状況 

イ） オルタナティブ投資に係る運用受託機関が用いる運用戦略については、以下の事項を参

考にしつつ、運用受託機関に対し、当該運用戦略の内容等についての説明を求め、その内

容を確認するものとする。 

ａ 共通事項 

・当該運用戦略の収益の源泉 

・当該運用戦略のリスク 

・当該運用戦略の時価の算出の根拠、報告の方法 

・当該運用戦略に関し情報開示を求めた場合の態勢 

・当該運用戦略に係る運用報酬等の運用コスト 

ｂ 個別運用戦略 

A) 外国籍私募投資信託等、海外のファンドを用いた投資を行う場合 

・ファンド監査の有無 

・当該運用受託機関と資産管理機関および事務処理機関との役員の兼職等の人的関係

や資本関係 

B) 先物取引、オプション等のデリバティブを用いた投資を行う場合 

・レバレッジ（先物取引、オプション等を利用し、少額の投資でより多くの収益を目指す運用

手法）によるリスク 

C) 証券化の手法を用いた戦略に投資を行う場合 

・当該戦略の仕組み（原資産の特性を含む）とそれに内在するリスク 

D) 異なる複数のヘッジファンド（様々な投資手法を用いてリスクを抑えつつ、絶対的収益

を目指す運用手法を採用するファンド）に投資する運用戦略（ファンド・オブ・ヘッジファ

ンズ）に投資を行う場合 

・それぞれの運用戦略の相関関係 

E) 未公開株式や不動産等に投資する場合 

・換金条件等の流動性に関する事項 

 

（受託者責任） 

第 13 条 資産の運用に当たって、当基金ならびに各運用受託機関等は法令等に基づく厚生労働大

臣の指導・勧告・助言等および規約ならびに代議員会などの議決を遵守し、善良なる管理者の注意

をもって、専ら加入者等の利益のため忠実に業務を遂行しなければならない。 

 

（資産管理機関の選任） 

第 14 条 資産の管理を行う資産管理機関の選任については、本基本方針第 8 条の評価基準を参

考にする他、以下の留意事項も遵守するものとする。 

   なお、定性評価の際に資産管理機関の選任にあたっては、その受託する業務（生命保険一般勘

定契約または生命共済一般勘定契約を除く）に係る内部統制の保証報告書（日本公認会計士協
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会監査・保証実務委員会実務指針第 86 号その他の基準にもとづく報告書をいう）等の保証業務の

提供を受けていることを評価項目に加える。 

  ① 資産の保全 

・資産管理機関の選任に当たっては、資産が滅失または散逸することのないよう、当該機関の信

用力や資産の管理体制について説明を求めるものとする。 

  ② 選任の基準 

   ア）資産の分別管理が行われているか。 

   イ）資産の売買に伴う受渡し・決済が確実に行われているか。 

   ウ）資産の管理に第三者を用いている場合、当該第三者の選任・管理を適切に行っているか。 

   エ）資産の管理が保護預かりにより行われている場合、当該資産の管理状況を確認しているか。 

   オ）資産の管理を行う部署と運用を行う部署との間に隔壁が設けられているか。 

 

（その他） 

第 15 条 当基本方針は、当基金の状況、当基金を取巻く制度や環境の変化に応じて変更する場合

がある。その場合、当該変更について法令の定めるところにより加入者に意見を聴くものとする。変更

内容は代議員会の承認を受けるとともに、法令の定めるところにより加入者に周知する。また、各運

用受託機関に対しては文書をもって通知する。 

    また、当基本方針に沿った運営にあたっては、運用受託機関と十分協議の上これを行うこととし、

基本方針について、運用受託機関からの意見や申し出を妨げるものではない。 

 

附則 

この基本方針は、平成 30 年 4 月 1 日から適用する。 
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備考

国内債券 BM運用 9% 3% ～ 13%

国内株式 BM運用 9% 3% ～ 13%

外国債券 BM運用 10% 4% ～ 14%

外国株式 BM運用 9% 3% ～ 13%

短期資産 BM運用 2% 1% ～ 25%

39%

国内債券 代替運用 6% 3% ～ 9%

国内株式 代替運用 6% 3% ～ 9%

外国債券 代替運用 5% 2% ～ 8%

外国株式 代替運用 6% 3% ～ 9%

23%

28% 25% ～ 31%

10% 7% ～ 13%

100%

別紙１政策アセットミックス（2017年11月1日改定）

中心値 許容乖離幅

小計

小計

資産区分

合計

時価放置とし、年１回（期
初に）必要に応じてリバラ
ンスを行う。

別途定めるリバランスルー
ルに基づき月次リバランス
を行う。

オルタナティブ

生保一般勘定

資産区分

国内債券 15% 期待収益率 ① 3.37%

国内株式 15% 標準偏差 ② 7.88%

外国債券 15% ①/② 0.43

外国株式 15%

短期資産 2%

オルタナティブ 28%

新一般勘定 10%

合計 100%

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の中期金
融変数を使用。
オルタナティブについては、ヘッジファ
ンド（ローリスク）とヘッジファンド（ハイリ
スク）をそれぞれ50%組入れる前提で
計算している。

構成比 政策AM（期待リターン・リスク）

期待リターン・リスク 1 2 3 4 5 6 7 8

円債パッシブ 0.05% 2.36% 1 円債パッシブ 1.0

円株パッシブ 6.10% 18.00% 2 円株パッシブ -0.3 1.0

外債パッシブ 1.50% 10.80% 3 外債パッシブ 0.1 0.3 1.0

外株パッシブ 6.50% 19.50% 4 外株パッシブ -0.2 0.6 0.6 1.0

ヘッジファンド（ローリスク） 3.00% 6.00% 5 ヘッジファンド（ローリスク） 0.0 0.5 0.5 0.8 1.0

ヘッジファンド（ハイリスク） 5.00% 12.00% 6 ヘッジファンド（ハイリスク） 0.0 0.4 0.4 0.7 0.8 1.0

新一般勘定 1.25% 0.00% 7 新一般勘定 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

短期資産運用 -0.05% 0.00% 8 短期資産運用 0.1 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.3 0.0 1.0

期待収益率 標準偏差 相関
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   以上 

 

 

別紙２

資産区分

国内債券 9% 3% ～ 13% 23% 8% ～ 33%

国内株式 9% 3% ～ 13% 23% 8% ～ 33%

外国債券 10% 4% ～ 14% 26% 11% ～ 36%

外国株式 9% 3% ～ 13% 23% 8% ～ 33%

短期資産 2% 1% ～ 25% 5% 2% ～ 65%

合計 39% 100%

判断時期

判断材料

手　　　法

←（全体構成比） ←（ファンド内構成比）

中心値 許容乖離幅

リバランスファンド

中心値 許容乖離幅

リバランスルール②

２か月以内に対前年度末比騰落率が＋１０％以上の場合は、中心値マイナス５％まで

上記（ルール①～⑤）に拘らず、突発的かつ急激な市場急落が生じた場合、運用執行

理事は緊急避難措置として、各資産を下限値まで売却し、短期資産に滞留させること

ができる。その場合、運用執行理事は遅滞なく「年金資産管理運用委員会」の承認を

リバランスルール⑥

リバランスルール③

対前年度末比騰落率が－１０％以上の場合、中心値マイナス５％まで購入する。購入

資金は短期資産を第一順位とするが、第二順位以下は中心値に対する上方乖離幅の

大きな資産から順に充当する。

売却し、売却資金は短期資産に滞留させる。対前年度末比騰落率が０％未満となった

場合中心値まで買い戻す（短期資産より振替）が、それまでの間は中心値マイナス５％

を中心値とみなして、ルール①に則ったリバランスを行う。

対前年度末比騰落率が＋５％以上の場合、中心値まで売却し、売却資金は短期資産に

滞留させる。以下、＋５％刻みで同様のリバランスを行う。

リバランスルール①

リバランスルール（前提）

毎月末

基本方針に定める各資産のベンチマークの対前年度末比騰落率

各資産ごとにリバランスファンドの資産構成割合で調整

「年金資産管理運用委員会」に対し、買戻し時期および買戻し幅（額）についての提案

を行わなければならない。

※ 企業年金基金設立年度において、前年度末は2017年10月31日及び2018年3月31日、年度初は2017年11月1日及び2018年4月1日

　　と読み替えるものとする。

リバランスルール④

対前年度末比騰落率が－１５％以上の場合、中心値マイナス１０％まで購入する。購入

資金充当順位はルール③と同様とする。以下、騰落率－５％刻みで中心値マイナス幅

も５％増やす形でのリバランスを下限値に達するまで行う。

リバランスルール⑤

年度初は、各資産とも中心値にリセットする。

得なければならない。また、運用執行理事は、当該売却時点から遅くとも５か月以内に
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議案第２号 鹿児島県病院企業年金基金の規約の一部変更について    

 

 

Ⅰ. 政策的資産構成割合の策定義務化への対応 

 

鹿児島県病院企業年金基金規約の一部を別添の新旧対照条文のように変更する。 

 

規約変更の理由について 

今回の規約変更は、確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（平成 29

年厚生労働省令第 121号）により確定給付企業年金法施行規則第 84条が改正されたこ

とに伴い、所要の変更を行うものである。 

 

 

 

【規約変更要 届出不要】 

 

 

Ⅱ. 年金資産管理運用委員会の議事概要の加入者への周知への対応 

 

 鹿児島県病院企業年金基金規約の一部を別添の新旧対照条文のように変更する。 

 

 規約変更の理由について 

 今回の規約変更は、確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（平成 29

年厚生労働省令第 121 号）の施行等に伴う「確定給付企業年金制度について」等の一

部が改正されたことに伴って、年金資産管理運用委員会における議事の概要等につい

て加入者へ周知することとなったためその旨の明確化を行うものです。 

 

 

（政策的資産構成割合） （政策的資産構成割合）

第86条　基金は、長期にわたり維持すべき資産 第86条　基金は、長期にわたり維持すべき資産

　の構成割合を適切な方法により定めなければ 　の構成割合を適切な方法により定めるよう努め

　ならない。 　なければならない。

２　（略） ２　（略）

　　　附　則

　この規約は、平成30年4月1日から施行する。

新 旧

新旧対照条文



16 

 

 
【規約変更要 届出要】 

 

 

 

 

 

（業務概況の周知） （業務概況の周知）

第104条　基金は、基金の業務の概況について 第104条　基金は、基金の業務の概況について

　毎事業年度1回以上、当該時点における次の 　毎事業年度1回以上、当該時点における次の

　各号に掲げる事項（第2号から第6号までに掲 　各号に掲げる事項（第2号から第6号までに掲

　げる事項にあっては、当該時点における直近の 　げる事項にあっては、当該時点における直近の

　概況。以下この条において「周知事項」という。） 　概況。以下この条において「周知事項」という。）

　を加入者に周知させなければならない。 　を加入者に周知させなければならない。

　（１）　給付の種類ごとの標準的な給付の額及 　（１）　給付の種類ごとの標準的な給付の額及

　　　び給付の設計 　　　び給付の設計

　（２）　加入者の数及び給付の種類ことの受給 　（２）　加入者の数及び給付の種類ことの受給

　　　者の数 　　　者の数

　（３）　給付の種類ごとの給付の支給額その他 　（３）　給付の種類ごとの給付の支給額その他

　　　給付の支給の状況 　　　給付の支給の状況

　（４）　事業主が基金に納付した掛金の額、納 　（４）　事業主が基金に納付した掛金の額、納

　　　付時期その他掛金の納付の概況 　　　付時期その他掛金の納付の概況

　（５）　積立金の額と責任準備金の額及び最低 　（５）　積立金の額と責任準備金の額及び最低

　　　積立基準額との比較その他積立金の積立 　　　積立基準額との比較その他積立金の積立

　　　ての概況 　　　ての概況

　（６）　積立金の運用収益又は運用損失及び 　（６）　積立金の運用収益又は運用損失及び

　　　資産の構成割合その他積立金の運用の 　　　資産の構成割合その他積立金の運用の

　　　概況 　　　概況

　（７）　基本方針の概要 　（７）　基本方針の概要

　（８）　年金資産管理運用委員会の議事の概要

　（９）　その他基金の事業に係る重要事項 　（８）　その他基金の事業に係る重要事項

２～３　（略） ２～３　（略）

　　　附　則

この規約は、平成30年4月1日から施行する。

新旧対照条文

新 旧
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Ⅲ. 選定代議員の選出の手続きに関する規程化への対応 

 

 総合型ＤＢ基金では、事業主が基金の実施主体であるという意識が低くなりやすく、

実施事業所の事業主としての責務を果たさないなどの問題につながる懸念があること

から、事業主に対し基金の運営方針決定への関与を促し、事業主の基金運営への参加

意識を高めるため、代議員の選任のあり方について以下のとおり見直されました。 

 

 ① 選定代議員の数を事業主の数の１０分の１以上とする。 

 ② 選定の方法は全ての事業主が選定行為に携わる方法によるものとする。 

 

 上記①は現状で充足しており変更の必要はありません。今回の規約手当ては上記②

に対応するものです。 

 

鹿児島県病院企業年金基金規約の一部を別添の新旧対照条文のように変更する。 

 

 規約変更の理由について 

 今回の規約変更は、確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（平成 29

年厚生労働省令第 121 号）の施行等に伴う確定給付企業年金の規約の承認及び認可の

基準等についての一部が改正されたことに伴って、選定代議員の選定方法を規約に定

めるものです。 

 

 

 

（選定代議員の選定） （選定代議員の選定）

第14条　事業主において選定する代議員（以下 第14条　事業主において選定する代議員（以下

　「選定代議員」という。）の任期満了による選定 　「選定代議員」という。）の任期満了による選定

　は、互選代議員の選挙の日に行う。 　は、互選代議員の選挙の日に行う。

２　前項の規定による選定代議員の選定は、選

　定の都度、全ての事業主により選定を行うこと

　とし、次のいずれかの方法を基本とし、これらの

　方法を希望しない事業主は選定行為を現に

　役員又は職員でない者に委任しなければなら

　ない。

　（１）　事業主が他の事業主と共同で選定代議

　　　員候補を指名する方法

　（２）　各事業主が独自の選定代議員候補を

　　　指名する方法

新旧対照条文

新 旧
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【規約変更要 届出要】 

 

 

 

 

Ⅳ. 代議員会に出席することのできない代議員の書面による議決権又は選挙権の行

使への対応 

 

 上記の総合型ＤＢ基金の代議員の選任のあり方の改正については、パブリックコメ

ント手続きを通じ、各団体や基金から様々な意見が出されました。特に、実施事業所

が全国各地に存在する場合の運営面、資金面での懸念が表明されましたが、これらに

対しては負担軽減措置として、書面出席やテレビ会議を活用した代議員会の開催が認

められました。 

 当基金では、代議員会に出席することができない場合、代理人を立てていただく代

理出席の形をとっています。今回、議決権行使書のご提出で書面出席いただく方法を

追加し、選択肢を増やすことといたします。 

 

※ 次回代議員会から開催通知をお送りする際に、議決事項についての会議資料を合わせてお送りいた

します。 

 

 

３　選定代議員に欠員を生じたときは、事業主 ２　選定代議員に欠員を生じたときは、事業主

　は、速やかに補欠の選定代議員を選定しなけ 　は、速やかに補欠の選定代議員を選定しなけ

　ればならない。 　ればならない。

４　事業主は、選定代議員を選定したときは、 ３　事業主は、選定代議員を選定したときは、

　選定代議員の氏名及び所属する実施事業所 　選定代議員の氏名及び所属する実施事業所

　の名称を文書で理事長に通知しなければなら 　の名称を文書で理事長に通知しなければなら

　ない。 　ない。

５　前項の通知があったときは、理事長は直ちに ４　前項の通知があったときは、理事長は直ちに

　通知のあった事項を公告しなければならない。 　通知のあった事項を公告しなければならない。

６　前項の規定による公告の方法は、第5条第 ５　前項の規定による公告の方法は、第5条第

　1項の規定を準用する。 　1項の規定を準用する。

　　　附　則

この規約は、平成30年4月1日から施行する。

新旧対照条文

新 旧
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 鹿児島県病院企業年金基金規約の一部を別添の新旧対照条文のように変更する。 

 

 規約変更の理由について 

 今回の規約変更は、確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（平成 29

年厚生労働省令第 121 号）の施行に伴って代議員会に出席することのできない代議員

の書面による議決権又は選挙権の行使に係る所要の措置を講ずるものです。 

 

 

【規約変更要 届出要】 

（定足数） （定足数）

第18条　代議員会は、代議員の定数（第20条 第18条　代議員会は、代議員の定数（第20条

　の規定により議決権を行使することができない 　の規定により議決権を行使することができない

　代議員の数を除く。）の半数以上が出席しな 　代議員の数を除く。）の半数以上が出席しな

　ければ、議事を開き、議決することができない。 　ければ、議事を開き、議決することができない。

２　代議員会に出席することのできない代議員

　は、第17条第1項の規定によりあらかじめ通知

　のあった事項につき、賛否の意見を明らかに

　した書面をもって、議決権又は選挙権を行使

　することができる。

（会議録） （会議録）

第23条　代議員会の会議については、会議録 第23条　代議員会の会議については、会議録

　を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しな 　を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しな

　ければならない。 　ければならない。

　（１）　開会の日時及び場所 　（１）　開会の日時及び場所

　（２）　代議員の定数 　（２）　代議員の定数

　（３）　出席した代議員の氏名、第18条第2項 　（３）　出席した代議員の氏名及び第21条の規

　　　の規定により書面により議決権又は選挙権 　　　定により代理された代議員の氏名

　　　を行使した代議員の氏名及び第21条の規

　　　定により代理された代議員の氏名

　（４）　議事の経過の要領 　（４）　議事の経過の要領

　（５）　議決した事項及び可否の数 　（５）　議決した事項及び可否の数

　（６）　その他必要な事項 　（６）　その他必要な事項

２～４　（略） ２～４　（略）

　　　附　則

この規約は、平成30年4月1日から施行する。

新旧対照条文

新 旧
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 鹿児島県病院企業年金基金「代議員会会議規程」の一部を別添の新旧対照条文のよ

うに変更する。 

 

 

（定足数の確認） （定足数の確認）

第13条　議長は、出席代議員数が、施行令第 第13条　議長は、出席代議員数が、施行令第

　14条及び規約第18条の規定による定足数に 　14条及び規約第18条の規定による定足数に

　達しているか否かを点呼により自ら確認しなけ 　達しているか否かを点呼により自ら確認しなけ

　ればならない。なお、定足数に達しないときは、 　ればならない。なお、定足数に達しないときは、

　議長は、延会しなければならない。 　議長は、延会しなければならない。

２　前項の場合において、規約第18条第2項の ２　前項の場合において、代議員が施行令第17

　規程により書面により議決権又は選挙権を行 　条及び規約第21条の規定により代理出席した

　使する代議員については、規約第17条第1項 　ものであるときは、代理人から代理権を証する

　の規定によりあらかじめ通知のあった事項につ 　書面を徴し、これにより確認しなければならない。

　き、賛否の意見を明らかにした書面により確認

　しなければならない。また、代議員が施行令

　第17条及び規約第21条の規定により代理出

　席したものであるときは、代理人から代理権を

　証する書面を徴し、これにより確認しなければ

　ならない。

３～４　（略） ３～４　（略）

（会議録） （会議録）

第44条　会議録には次の各号に掲げる事項を 第44条　会議録には次の各号に掲げる事項を

　記載しなければならない。 　記載しなければならない。

　（１）～（２）　（略） 　（１）～（２）　（略）

　（３）　出席した選定代議員の氏名、互選代議 　（３）　出席した選定代議員の氏名、互選代議

　　　員の氏名、規約第18条第2項の規定によ 　　　員の氏名並びに代理出席を委任した代議

　　　り書面により議決権又は選挙権を行使した 　　　員の氏名及び委任を受けた代議員の氏名。

　　　代議員の氏名並びに代理出席を委任した

　　　代議員の氏名及び委任を受けた代議員の

　　　氏名。

　（４）～（５）　（略） 　（４）～（５）　（略）

２～３　（略） ２～３　（略）

　　　附　則

この規約は、平成30年4月1日から施行する。

新旧対照条文

新 旧
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2

3 　代理人は、代理権を証する書面を代議員会に提出しなければならない。

高原篤弘 小田原良治 有馬寛雄 横峯佑爾 丸田修士 本木下崇

吉井八郎 重久善一 乙顔伊久磨

賛成 ・ 反対

賛成 ・ 反対

　規約第18条第2項　代議員会に出席することのできない代議員は、第17条第1項（代議員会の招集）の規定によりあらかじめ

　通知のあった事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。

事業所名

議案第1号

議案第2号

選定代議員氏名

代　理　出　席　届

　私は　　　　　　　　　　　　　　の理由により、第〇回代議員会に出席でき

ませんので、規約第２１条の規定により、次の方を代理人と決め、議決権

議　決　権　行　使　書

をすべて代理人に委任いたしますのでお届けいたします。

代理人氏名
選定

代議員

鹿児島県病院企業年金基金

第〇回代議員会出欠通知書

出席 欠席
（いずれかに〇印を付してください。）

互選代議員にあっては代議員会に出席する他の互選代議員によって行うものとする。

　前項の規定による代理人は、３人以上の代議員を代理することができない。

　選定代議員（平成２９年１１月現在）

※　ご欠席の方は、下記の「代理出席届」・「議決権行使書」のいずれか一方にご記入ください。

　平成　　　年　　　月　　　日

　平成　　　年　　　月　　　日

ご本人氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　規約第２１条（代理）　代議員会の代理出席は、選定代議員にあっては代議員会に出席する他の選定代議員によって

ご本人氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　私は　　　　　　　　　　　　　　の理由により、第〇回代議員会に出席でき

ませんので、規約第１８条第２項の規定により、議決権を行使します。
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Ⅴ．ポータビリティの拡充への対応 

 

 加入者の資格を喪失した者のうち、確定給付企業年金の脱退一時金の受給権を満た

す全ての者が、他の企業年金（確定給付企業年金、確定拠出企業年金）および連合会

への移換が可能となります。 

 

鹿児島県病院企業年金基金規約の一部を別添の新旧対照条文のように変更する。 

 

 

（中途脱退者の選択） （中途脱退者の選択）

第89条　基金は、基金の中途脱退者（基金の 第89条　基金は、基金の中途脱退者（基金の

　加入者の資格を喪失した者であって、第62条 　加入者の資格を喪失した者であって、第62条

　に該当するものをいう。以下同じ。）に対して、 　第1号に該当するものをいう。以下同じ。）が

　次のいずれかを選択させ、その選択に従い、当 　基金の加入者の資格を喪失したときに、当該

　該基金の中途脱退者に係る脱退一時金の支 　基金の中途脱退者に、次のいずれか（第41条

　給若しくは支給繰下げ又は脱退一時金相当額 　第5号の規定に該当したことにより加入者の資

　の移換をする。 　格を喪失した者であって、引き続き実施事業

　所に使用されているもの以外の者にあっては、

　第5号を除く。）を選択させ、その選択に従い、

　当該基金の中途脱退者に係る脱退一時金の

　支給若しくは支給の繰下げ又は脱退一時金相

　当額の移換をする。

　(1)　速やかに、脱退一時金を受給すること。 　(1)　速やかに、脱退一時金を受給すること。

　(2)　第93条第1項の規定に基づき、速やかに 　(2)　第93条第1項の規定に基づき、速やかに

　　　　脱退一時金相当額を企業年金連合会 　　　　脱退一時金相当額を企業年金連合会

　　　　（法第91条の２第1項に規定する企業年 　　　　（法第91条の２第1項に規定する企業年

　　　　金連合会をいう。以下「連合会」という。） 　　　　金連合会をいう。以下「連合会」という。）

　　　　へ移換することを申し出ること。 　　　　へ移換することを申し出ること。

　(3)　基金の加入者の資格を喪失した日から 　(3)　基金の加入者の資格を喪失した日から

　　　　起算して1年を経過したときに脱退一時金 　　　　起算して1年を経過したときに脱退一時金

　　　　を受給すること。 　　　　を受給すること。

　(4)　第93条第1項の規定に基づき、基金の加 　(4)　第93条第1項の規定に基づき、基金の加

　　　　入者の資格を喪失した日から起算して 　　　　入者の資格を喪失した日から起算して

　　　　1年を経過したときに脱退一時金相当額 　　　　1年を経過したときに脱退一時金相当額

　　　　を連合会に移換することを申し出ること。 　　　　を連合会に移換することを申し出ること。

　(5)　第64条の規定に基づき、脱退一時金の 　(5)　第64条第1項の規定に基づき、脱退一時

　　　　支給の繰下げを申し出ること。 　　　　金の支給の繰下げを申し出ること。

２　（略） ２　（略）

新旧対照条文

新 旧
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 今回の規約変更は、確定拠出年金法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第６

６号）により、確定給付企業年金法第８１条の２が改正されたことに伴い、所要の変

更を行うものです。 

【規約変更要 届出不要】 

 

 
 

 

（中途脱退者への基金の説明義務） （中途脱退者への基金の説明義務）

第94条　基金は、基金の中途脱退者に対して、 第94条　基金は、基金の中途脱退者が基金の

　第90条第1項、第91条第1項、第92条第1項 　加入者の資格を喪失したときは、第90条第1

　又は前条第1項の規定による脱退一時金相当 　項、第91条第1項、第92条第1項又は前条

　額の移換の申出の期限その他脱退一時金相 　第1項の規定による脱退一時金相当額の移換

　当額の移換に関して必要な事項について、説 　の申出の期限その他脱退一時金相当額の移

　明しなければならない。 　換に関して必要な事項について、当該基金の

　中途脱退者に説明しなければならない。

附　則

この規約は、平成30年5月1日から施行する。

新旧対照条文

新 旧

　　　　　１０年 　　　　　2０年 　　　　　１０年 　　　　　2０年

　　　 　（規約） 　　　 　（政令） 　　　 　（規約） 　　　 　（政令）

６０歳～

６５歳

（年齢

到達）

現行 改正後

確定給付企業年金の加入者の資格を喪失し
た者（規約で定める脱退一時金を受けるため
の要件を満たす場合に限る。）

確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者（当該
加入者の資格を喪失した日において当該確定給付企業
年金の事業主等が支給する老齢給付金の受給権を有す
る者を除く。）であって、加入者であった期間が政令で定め
る期間（２０年）に満たない者

【中途脱退者の定義】

中途脱退者

将来も含めて

老齢給付金の

ない者

将来の老齢給付

金の受給資格が

ある者

中途脱退者

脱退一時金の

受給資格者

老齢給付金

受給資格者

老齢給付金

受給資格者

中途脱退者

脱退一時金の

受給資格者
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（報告事項） 

報告第１号 基本上乗せ部分の選択状況について            

 

 厚生年金基金時代の基本上乗せ部分については、厚生年金報酬比例部分を国に返上

した後も、企業年金基金に支給義務が継承されています。支給形態は終身年金であり

極めて少額のケースであっても、給付事務が長期間にわたり継続することから、３つ

の選択肢（①一時金、②終身年金、③５年確定年金）を受給者及び待期者に案内した

ものです。 

 対象者は、受給者 4,917人 待期者 5,643人 合計 10,560人で、費用内訳は以下

のとおりです。 

 
 従来どおりの終身年金で受取る場合、年金額（年額）は 3,000円未満が 65％を占め

る形となっています。 

 案内資料等の印刷、個人別金額の差込印刷、封入、発送は、トッパンフォームズ株

式会社に委託しました。 

 対象者からの問合せについては、基金事務局での対処能力を超えると判断し、コー

ルセンター（りらいあコミュニケーションズ株式会社）に業務委託しました。 

 

 

29,849,300 円 71,600,500 円 310,305,300 円

10,560 人 10,560 人 10,560 人

2,827 円 6,780 円 29,385 円

5 人 0.05% 7 人 0.07% 552 人 5.23%

7 人 0.07% 652 人 6.17% 4,097 人 38.80%

285 人 2.70% 1,545 人 14.63% 1,667 人 15.79%

1,331 人 12.60% 2,583 人 24.46% 1,637 人 15.50%

1,989 人 18.84% 1,369 人 12.96% 925 人 8.76%

3,618 人 34.26% 2,466 人 23.35% 1,491 人 14.12%

3,325 人 31.49% 1,938 人 18.35% 191 人 1.81%

10,560 人 100.00% 10,560 人 100.00% 10,560 人 100.00%

～1千円～1千円

合計

～10万円以上

2万円～10万円

1万円～2万円

5千円～1万円

3千円～5千円

1千円～3千円

～10万円以上

2万円～10万円

1万円～2万円

5千円～1万円

3千円～5千円

1千円～3千円

2万円～10万円

1万円～2万円

5千円～1万円

3千円～5千円

1千円～3千円

金額合計

人数

平均/人

合計

基本上乗せ（終身）

金額合計

人数

平均/人

代替（5年確定）

金額合計

人数

平均/人

代替（一時金）

～1千円

合計

～10万円以上

回収数 6,735 64% 4,105 83% 2,630 47%

一時金 4,285 64% 2,275 55% 2,010 76%

終　　身 1,565 23% 1,267 31% 298 11%

5年確定 885 13% 563 14% 322 12%

計 6,735 100% 4,105 100% 2,630 100%

2018/3/16

受給者 待期者合計

回収状況

出状数
10,560 4,917 5,643
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Ⅰ. 受給者あて案内                              

 

 

　※ 下の図の青色の部分になります。　　　　（お手続きは不要です）

　※　上の図の黄色の部分になります。

　※ 下の図の赤色の部分になります。　　　　（お手続きは不要です）

　「基本上乗せ部分」（図の黄色の部分）について、お手続きが必要です。右頁をごらんください。

(1) 「鹿児島県病院厚生年金基金」にご加入されていた期間（加入病院にお勤めの期間）は、従来国に

　支給日は2月1日です。お振込み金額をご確認ください。

平成30年2月

　(2) あなた様には、国の厚生年金より若干厚い給付部分（基本上乗せ部分）の権利が残っています。

　今回のお知らせは、この基本上乗せ部分の受取方法をご選択いただくためのものです。

　　図の青色の部分が、2月から国からの支給に一本化されたことで、「病院企業年金基金」からのお支払

　額は従前に比べて小さくなります。このため、老齢給付金につきましては、次回からは年１回（２月）に、

　１年分をまとめてお支払いいたします。

年金受給者の皆様へ

鹿児島県病院企業年金基金

お知らせ

　昨年11月に、「鹿児島県病院厚生年金基金」が「鹿児島県病院企業年金基金」へ制度移行したことで、

皆様への年金支給方法が一部変更されます。昨年11月にお送りした「年金時代」でもご案内しましたが、

再度お知らせいたします。

　代わって「病院厚生年金基金」が厚生年金の報酬比例部分を支給しておりました。今回の制度移行で、

　この部分の年金は、平成30年2月以降、「病院厚生年金基金」に加入していた期間も含めて、本来の

　支払者である国（日本年金機構）からまとめて支給されます。2月15日が支給日です。

　年金）が支給されます。（退職時等にまとめて一時金で受取られた方には老齢給付金はありません。）

(3) 新しい「病院企業年金基金」からは、「基本上乗せ部分」のほかに、該当の方に老齢給付金（旧加算

加算年金 老齢給付金（旧加算年金）

病院年金
基金

基本上乗せ部分 基本上乗せ部分

厚生年金報酬比例部分 制度移行で国に返却しました

病院基金加入病院にお勤めの期間分は、国に代わり病院基金が支給 国より若干厚くしていた部分だけが残っています

病院年金
基金

国

報酬比例部分 報酬比例部分

老齢基礎年金等 老齢基礎年金等

基本上乗せ部分 基本上乗せ部分

返却しました。

制度が変わり、国に
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　「基本上乗せ部分」（前頁の図の黄色の部分）について、お手続きのお願いです。

現在、遺族厚生年金、障害厚生年金を受給されている方、65歳以上で引続きお勤めされている方は

お申し出ください。

老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となっている場合、停止額を「病院企業年金基金」から

お支払いできる場合があります。

　お手数ですが、同封の「 『基本上乗せ部分』 受取方法申出書」をご提出ください。

お知らせください

　「『基本上乗せ部分』受取り方法申出書の下段の項目欄を✓してください。

を３つの方法の中からご選択いただけることとなりました。

　制度が変更となった今回に限り、終身年金での受取しかできなかった「基本上乗せ部分」の受取方法

 「基本上乗せ部分」は、平成30年2月支給分より、支給を一旦停止しております。受取方法ご選択手続

 終了後の初回支給時に停止した期間分をまとめてお支払いいたします。

※　①一時金又は③５年確定年金をお選びの方は、それぞれ確定した金額のお支払いをもって、国の

　「基本上乗せ部分」とは、事業主（病院）が掛金を全額負担して、国の給付額に上乗せした部分です。

金額はかなり少額となっています。（具体的な金額を別紙でご案内しておりますので、ご確認ください。）

申出書の提出期限は平成３０年３月１４日（水）とさせていただきます。

お手続きのお願い

※　①一時金をお選びの方には、平成３０年６月（予定）に、年金受取口座へお振込みします。

※　②終身年金又は③５年確定年金をお選びの方の初回の支給は平成３０年７月を予定しています。

　　　　代行部分に対する病院企業年金基金からの支給は全て終了いたします。

受取方法 特徴・ご留意点

　①　一時金

　②　終身年金
・現状の基本上乗せ部分の年金額です。
・受給途中で死亡した場合、その時点で給付は終了します。

・少額の年金をまとめて一度に受取ることができます。
（加算年金のない方にお勧めいたします。）

　③　５年確定年金

・５年間で受取りが完了します。

・現状の基本上乗せ部分と比べ、1年間に受取る年金額は大きくなります。

・受給開始後５年を経過しないで死亡した場合、残りの期間に見合う一時金を遺族

給付金として支給します。
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申出書記入例

下の記入例を参考に、ご記入ください。

　この部分は、該当が無い方は記入する必要はありません。

以上でお手続きは終了です。申出書をご投函ください。

1 2 3 4 5

   

印

   

☎

□現在、遺族厚生年金を受けている

□現在、障害厚生年金を受けている

□現在、65歳以上だが在職中である（お勤めを続けている）

□国の年金受給資格（10年以上）を満たしていない

鹿児島　 桜子

カ ゴ シ マ 　 サク ラ コ

鹿児島市東千石町1番38号

カ ゴ シ マ シ ヒ ガ シ セ ン ゴ ク チ ョ ウ1バン 38ゴ ウ

　● 以下に該当する方は✓してください（該当者は受取方法を ２．終身年金としてください）

老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる場合、基金から支給ができる場合があります。

支給要件を満たしているかの確認等、必要書類をご案内いたします。

　代行部分に対する病院企業年金基金からの支給は全て終了となります。

フ リ ガ ナ

住    所

（〒  892  －   0842  ） （     099 －    227 －    2288  ）

「基本上乗せ部分」の受取方法
１．一時金で受取る　※1

（希望する受取方法の番号（１つ）
を○で囲んでください）

２．終身年金で受取る

３．５年確定年金で受取る

　※1　一時金は、基金からの年金の受取口座にお振込みします。

　一時金又は５年確定年金をお選びの方は、それぞれ確定した金額のお支払いをもって、国の

フ リ ガ ナ

氏    名
（自署の場合は押印不要です）

生年月日 （ 大正 ・ 昭和 ）  27 年   11 月   1 日 性別 男　・　女

加入者番号
別紙ご案内のお名前の下に記載の加入者番号をご記入ください

←右詰めでご記入ください

記入日   平成 30 年  2 月 20 日

鹿児島県病院企業年金基金 理事長 殿

「基本上乗せ部分」の受取方法について、以下のとおり申出ます。
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・

・

・

・

税金のお取扱い（ご参考）

（１）　年金

病院企業年金基金から支給される年金は、厚生年金基金と同様に税法上「雑所得」となります。

とおりです。

① 源泉徴収税の課税方法が変わります

病院企業年金基金は制度上「確定給付企業年金」になりますが、「公的年金等の受給者の扶養親族

「公的年金等控除」の対象となり、確定申告が必要となる点もこれまでと同様ですが、源泉徴収の取扱いは、以下の

等申告書」の取扱いがなくなるため、お支払いする年金から差し引かれる源泉徴収税額の計算方法は

一律で次のとおりとなります。

源泉徴収税額＝{年金支給額－（年金支給額×25%）｝×10.21%

なお、税金の過不足の精算はこれまでどおり、翌年の確定申告によって行います。

② 平成29年分の源泉徴収票について

平成29年分の源泉徴収票の支払者欄は、「鹿児島県病院厚生年金基金　鹿児島県病院企業年金

基金　受託者三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社」となります。

③ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について

国の年金にかかる「扶養親族等申告書」（日本年金機構から送付されるもの）につきましては、従前ど

おりご提出ください。

となります。お支払い時に源泉徴収はされず、確定申告により税額を計算します。

（２）　一時金

今回ご選択いただいた一時金については、一律「一時所得」扱いとさせていただきます。お差し支えがある方は基金

までお申し出ください。退職所得とする場合、「退職所得の受給に関する申告書」の提出が必要です。

一時所得の場合の所得税の計算方法は以下のとおりです。

他の一時所得と合算した金額から、50万円を控除した残額の2分の1に相当する金額が、課税の対象

「病院厚生年金基金」に加入しておられた方で、既に年金を受給されている方、将来、

年金を受ける権利をお持ちの方、合わせて約１０,０００人にご案内をしております。

基金事務局にお問い合わせいただいても、電話がつながらないことが予想されますので、

お問い合わせ窓口を設置いたします。

コ ー ル
センター ０１２０ - １１２ - ６７８ （フリーダイヤル）

コールセンターには当基金事務職員がおりませんので、お問い合わせ内容によっては、

後日、基金事務局からご回答させていただく場合がありますのでご了承ください。

受　付
時　間 平日 ９：００ ～ １７：００　（土日祝日は除く）

開　設
期　間 平成３０年２月１３日（火）～３月１４日（水）

お電話の際は、お名前と加入者番号をお知らせいただきますようお願いします。
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様

「基本上乗せ部分」の年金額

内訳 ）円

）円

選択肢ごとの計算結果

①　一時金で受取る場合 円

②　終身年金で受取る場合 円

③　５年確定年金で受取る場合 円

2018.01.受

（一時金額）

（年額）

（年額）

５年間で受取りが完了します。現状の基本上乗せ部分と比べ、１年間に受取る年金
額は大きくなります。
受給開始後５年を経過しないで死亡した場合、残りの期間に見合う一時金を遺族
給付金として支給します。

現状の基本上乗せ部分の年金額です。
受給途中で死亡した場合、その時点で給付は終了します。

少額の年金をまとめて一度に受取ることができます。
（加算年金がない方にお勧めいたします。）

代　行　年　金　（

基本上乗せ部分（

現行制度の年金額  円
代行年金は、２月から、国
の支給要件に基づいて国
から支給されます。

記

平成30年2月

「基本上乗せ部分」のお受取金額のご案内

　「お知らせ」のとおり、「基本上乗せ部分」のお受取方法として３つの選択肢を設けました。つきましては、

選択肢ごとのあなた様のお受取金額を、下記のとおりご案内いたします。

　金額をご確認のうえ、同封の「『基本上乗せ部分』受取方法申出書」にて、お受取方法をお選びいた

だきますようお願い申し上げます。

〒８９２-０８４２

　　鹿児島市東千石町１-３８

鹿児島　桜子

鹿児島県病院企業年金基金

加入者番号　１２３４５
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Ⅱ. 待期者あて案内                              

 

 

 

　※ 下の図の青色の部分になります。

　※ 下の図の黄色の部分になります。

「基本上乗せ部分」(図の黄色の部分)について、受取方法の選択をお願いします。

　「基本上乗せ部分」は、従来、国に代わって支給する年金と合わせて終身年金でのお受取りとなって

金額はかなり少額となっています。（具体的な金額を別紙でご案内しておりますので、ご確認ください。）

おりましたが、金額が少額となるため、制度が変更となった今回に限り、３つの受取方法をご選択いた

だけることとなりました。

　右頁をご覧いただき、「受取方法申出書」をご提出ください。

　(２) あなた様には、国の厚生年金より若干厚い給付部分（基本上乗せ部分）の権利が残っています。

　今回のお知らせは、この基本上乗せ部分の受取方法をご選択いただくためのものです。

お手続きのお願い

　「基本上乗せ部分」とは、事業主（病院）が掛金を全額負担して、国の給付額に上乗せした部分です。

国の厚生年金より若干厚い給付を鹿児島県病院厚生年金基金から受け取る権利をお持ちでした。

平成30年2月

年金待期者の皆様へ

鹿児島県病院企業年金基金

お知らせ

(１) あなた様は、鹿児島県病院厚生年金基金の加入事業所（病院）にお勤めの期間につきましては、

　昨年11月より、「病院厚生年金基金」は「病院企業年金基金」に制度移行いたしました。制度移行に

伴い、従来国に代わって「病院厚生年金基金」が支給を担当していた厚生年金の報酬比例部分が、

本来の支払者である国から支給されることとなりました。

　将来年金を受給される際は、「病院厚生年金基金」に加入していた期間も含めて、国から支給される

ことになります。

基本上乗せ部分 基本上乗せ部分

しました。

老齢基礎年金等

病院年金
基金

病院基金加入病院にお勤めの期間分は、国に代わり病院基金が支給

国

老齢基礎年金等

国より若干厚くしていた部分だけが残っています

制度が変わり、国に返却

報酬比例部分報酬比例部分 報酬比例部分 報酬比例部分
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現在、遺族厚生年金、障害厚生年金を受給されている方、65歳以上で引続きお勤めされている方は

お申し出ください。老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となっている場合、停止額を「病院企業

年金基金」からお支払いできる場合があります。

　お手数ですが、同封の「『基本上乗せ部分』受取方法申出書」をご提出ください。

を受ける権利があります。（ご退職時に一時金で受取り済の場合、この年金はありません）

病院厚生年金基金に１０年以上加入された方は、「基本上乗せ部分」のほかに、老齢給付金（年金）

　３つの選択肢

　ご案内します。それまでの間、ご住所が変わられた場合は基金事務局に必ずご連絡ください。また、

　お手続きの際には、戸籍抄本等の添付が必要となりますので、よろしくお願いします。

※　①一時金をお選びの方には、平成３０年６月（予定）に、申出書に記載された口座に振り込みます。

※　①一時金又は③５年確定年金をお選びの方は、それぞれ確定した金額のお支払いをもって、国の

　　　　代行部分に対する病院企業年金基金からの支給は全て終了いたします。

※　②終身年金、③５年確定年金をお選びの方には、お受取りいただける時期に、改めてお手続きを

病院厚生年金基金に１０年以上加入されていた方へ

お知らせください

　同封の「受取方法申出書」の下段の項目欄を✓してください。

申出書の提出期限は平成３０年３月１４日（水）とさせていただきます。

６０歳からの支給となりますので、その時期に改めてお手続きをご案内します。

老齢給付金（年金）を一時金でお受取りになりたい方はお知らせください。手続書類をお送りします。

　同封の「受取方法申出書」の下段の項目欄を✓してください。

受取方法

　①　一時金

　②　終身年金

　③　５年確定年金 ・現状の基本上乗せ部分と比べ、1年間に受取る年金額は大きくなります。

・６０歳からの支給となります。

・少額の年金をまとめて一度に受取ることができます。
（加算年金のない方にお勧めいたします。）

特徴・ご留意点

・現状の基本上乗せ部分の年金額です。
・国の年金の支給開始年齢に合わせて支給開始します。

・５年間で受取りが完了します。
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申出書記入例

下の記入例を参考に、ご記入ください。

　この部分は、該当の無い方は記入する必要はありません。

以上でお手続きは終了です。申出書をご投函ください。

1 2 3 4 5

   

   

☎

１．銀行口座振込

店 1 2 3 4 5 6 7

２．ゆうちょ銀行口座振込

9 9 0 0 － －

□基本上乗せ部分に加え、老齢給付金の一時金支給を希望する

□現在、遺族厚生年金を受けている □現在、障害厚生年金を受けている

□現在、65歳以上だが在職中である □国の年金受給資格（10年以上）を満たしていない

鹿児島 天文館支

テンモンカンシ

「基本上乗せ部分」受取方法申出書

鹿児島県病院企業年金基金 理事長 殿

「基本上乗せ部分」の受取方法について、以下のとおり申出ます。

加入者番号
別紙ご案内のお名前の下に記載の加入者番号をご記入ください

←右詰めでご記入ください

記入日   平成 30 年  2 月 20 日

フ リ ガ ナ

生年月日 （ 昭和 ・ 平成 ）   2 年   11 月   1 日 性別 男　・　女

鹿児島　 桜子

カ ゴ シ マ 　 サク ラ コ

フ リ ガ ナ

住    所

（〒  892  －   0842  ） （     099 －    227 －    2288  ）

（自署の場合は押印不要です）

氏    名
　印

２．終身年金で受取る

カ ゴ シ マ シ ヒ ガ シ セ ン ゴ ク チ ョ ウ1バン 38ゴ ウ

鹿児島市東千石町1番38号

　● 以下に該当する方は✓してください（該当者は受取方法を ２．終身年金としてください）

３．５年確定年金で受取る

口座番号(右詰めで記入）

銀行 労働金庫 農協

 信用金庫  信用組合

本人名義

(普通・当座)

金融機関コード 通帳記号（5桁） 　通帳番号（8桁）

郵便貯金総合口座通帳

本人名義

一時金
の

振込先

　● １０年以上加入されていた方で、以下を希望する方は✓してください

　一時金又は５年確定年金をお選びの方は、それぞれ確定した金額のお支払いをもって、国の

　代行部分に対する病院企業年金基金からの支給は全て終了となります。

１．一時金で受取る
基　本
上乗せ
部　分
の

受　取
方　法

↓ 振込先のご記入をお願いします。
お受取りいただける時期に、改めてお手続き
をご案内します。

（フリガナ）

老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる場合、基金から支給ができる場合があります。

支給要件を満たしているかの確認等、必要書類をご案内いたします。
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・

・

・

・

税金のお取扱い（ご参考）

（１）　年金

病院企業年金基金から支給される年金は、厚生年金基金と同様に税法上「雑所得」となります。

「公的年金等控除」の対象となり、確定申告が必要となりますが、源泉徴収の取扱いは、以下のとおりです。

（２）　一時金

今回ご選択いただいた一時金については、一律「一時所得」扱いとさせていただきます。お差し支えがある方は基金

までお申し出ください。退職所得とする場合、「退職所得の受給に関する申告書」の提出が必要です。

なお、税金の過不足の精算はこれまでどおり、翌年の確定申告によって行います。

源泉徴収税の課税方法

病院企業年金基金は制度上「確定給付企業年金」になりますが、「公的年金等の受給者の扶養親族

等申告書」の取扱いがなくなるため、お支払いする年金から差し引かれる源泉徴収税額の計算方法は

一律で次のとおりとなります。

源泉徴収税額＝{年金支給額－（年金支給額×25%）｝×10.21%

一時所得の場合の所得税の計算方法は以下のとおりです。

他の一時所得と合算した金額から、50万円を控除した残額の2分の1に相当する金額が、課税の対象

となります。お支払い時に源泉徴収はされず、確定申告により税額を計算します。

「病院厚生年金基金」に加入しておられた方で、既に年金を受給されている方、将来、

年金を受ける権利をお持ちの方、合わせて約１０,０００人にご案内をしております。

基金事務局にお問い合わせいただいても、電話がつながらないことが予想されますので、

お問い合わせ窓口を設置いたします。

コ ー ル
センター ０１２０ - １１２ - ６７８ （フリーダイヤル）

受　付
時　間 平日 ９：００ ～ １７：００　（土日祝日を除く）

開　設
期　間 平成３０年２月１３日（火）～３月１４日（水）

お電話の際は、お名前と加入者番号をお知らせいただきますようお願いします。

コールセンターには当基金事務職員がおりませんので、お問い合わせ内容によっては、

後日、基金事務局からご回答させていただく場合がありますのでご了承ください。
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様

選択肢ごとの計算結果

①　一時金で受取る場合 円

②　終身年金で受取る場合 円

③　５年確定年金で受取る場合 円

2018.01.待

加入者番号　１２３４５

平成30年2月

〒８９２-０８４２

　　鹿児島市東千石町１-３８

鹿児島　桜子

鹿児島県病院企業年金基金

（一時金額）

「基本上乗せ部分」のお受取金額のご案内

　「お知らせ」のとおり、「基本上乗せ部分」のお受取方法として３つの選択肢を設けました。つきましては、

選択肢ごとのあなた様のお受取金額を、下記のとおりご案内いたします。

　金額をご確認のうえ、同封の「『基本上乗せ部分』受取方法申出書」にて、お受取方法をお選びいた

だきますようお願い申し上げます。

記

５年間で受取りが完了します。現状の基本上乗せ部分と比べ、１年間に受取る年金
額は大きくなります。
受給開始後５年を経過しないで死亡した場合、残りの期間に見合う一時金を遺族
給付金として支給します。
６０歳からの支給となります。

少額の年金をまとめて一度に受取ることができます。
（加算年金がない方にお勧めいたします。）

（年額）

現状の基本上乗せ部分の年金額です。
受給途中で死亡した場合、その時点で給付は終了します。
国の年金の支給開始年齢に合わせて支給開始します。

（年額）



35 

 

報告第２号 年金資産運用状況（平成 30 年 2月末現在）        

 

 平成 30 年 1 月 23 日に、責任準備金相当額最終残額の国への返納が完了し、1 月末

をもって、政策アセットミックスに準拠した資産構成割合に移行することができまし

た。（返納額￥４，３０１，２９１，２９２円） 

 

 
 

 

 

 

1月末の時価総額は、６，１５３，８９８，９７５円となっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時価総額（円） シェア(%) 時価総額（円） シェア(%) 修正簿価平残（円） 総合収益（円） 修正総合収益 時間加重収益

9,478,539,526 58.8% 4,615,743,708 75.0% 9,144,494,045 709,168,749 7.76% 7.16%

591,366,606 3.7% 650,485,004 10.6% 591,168,456 29,454,071 4.98% -

2,600,507,503 16.1% 0 0.0% 940,957,469 105,942,003 11.26% -

2,973,915,488 18.5% 887,570,263 14.4% 1,889,918,567 98,587,390 5.22% -

462,351,670 2.9% 0 0.0% 296,483,355 22,340,327 7.54% 4.83%

16,106,680,793 100.0% 6,153,798,975 100.0% 12,863,021,892 965,492,540 7.51% -

第一生命

2017年3月末 2018年1月末

金融機関名

三菱ＵＦＪ

三井住友

みずほ信

野村ＡＳ

合計
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平成 30年 2月末運用状況 

 

（１）市場動向 

 

 
 2 月に入り、米国雇用統計の賃金上昇率が高く、米国の利上げ加速懸念が台頭し、

米国株は急落（ＮＹダウ 1,000ドル幅の下落が２度発生）、中旬にかけても米国の財政

悪化懸念から円高・ドル安が進行するなど、内外株式ともに下落基調となりました。 

 企業年金基金がスタートした 11 月以降で見ると、内外株式ともに 10 月末とほぼ変

わらない水準、外国債券が金利上昇と円高進行による為替要因で 10月末に比べ５％弱

マイナスの水準となっています。 

 

 

（２）運用実績 

 企業年金基金発足以降（平成 29年 11月 1日～平成 30年 2月 28日）の運用実績は、

修正総合収益率で▲０．２７％、総合収益で▲２０百万円となっております。 

 平成 29年度ベース（平成 29年 4月 1日～平成 30年 2月 28日）では、10月までの

厚生年金基金時代に、国に代行部分の前納を行いながら運用も継続しておりましたの

で、修正総合収益率で＋７．０３％、総合収益で＋８６７百万円となっております。 
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■ 平成 29年 11月～平成 30年 2月 

 

 

鹿児島県病院企業年金基金 （11月～3月）

<2017年11月～2018年2月>

資産


前期末時価総額

<2017年10月末>
(円)

全体構成比
(％)

時価総額 (円)
（2018年2月末）

全体構成比
(％)

修正簿価平残
(円)

総合収益
(円)

修正総合収
益率(％)

時間加重収
益率(％)

ＢＭ
超過収益

（％）

553,919,409 5.3% 541,870,204 8.9% 484,864,026 2,179,306 0.45% 0.41% 0.53% -0.12%

388,465,212 3.7% 307,087,704 5.0% 281,852,984 -1,405,927 -0.50% -0.48% - -

第一生命 59,366,399 0.6% 58,134,050 1.0% 58,316,081 401,035 0.69% 0.69% 0.53% 0.16%

1,001,751,020 9.5% 907,091,958 14.9% 825,033,091 1,174,414 0.14% - 0.53% -

674,274,610 6.4% 529,929,878 8.7% 509,346,181 -2,967,415 -0.58% -0.98% 0.31% -1.29%

214,566,669 2.0% 217,056,375 3.6% 191,354,917 428,166 0.22% 0.20% 0.31% -0.11%

114,482,625 1.1% 115,870,791 1.9% 102,385,182 -36,963 -0.04% -0.03% - -

第一生命 60,461,459 0.6% 59,042,353 1.0% 59,441,037 214,280 0.36% 0.31% 0.31% 0.00%

1,063,785,363 10.1% 921,899,397 15.1% 862,527,317 -2,361,932 -0.27% - 0.31% -

614,650,516 5.9% 569,698,909 9.4% 536,318,730 -28,232,501 -5.26% -4.72% -4.78% 0.06%

304,296,744 2.9% 239,281,875 3.9% 215,387,760 -4,553,325 -2.11% -1.87% -1.34% -0.54%

第一生命 59,388,358 0.6% 56,756,858 0.9% 58,340,444 -998,114 -1.71% -1.73% -1.34% -0.40%

978,335,618 9.3% 865,737,642 14.2% 810,046,934 -33,783,940 -4.17% - -4.78% -

251,677,630 2.4% 210,616,950 3.5% 198,212,282 -3,539,782 -1.79% -1.81% -1.93% 0.12%

384,817,842 3.7% 332,008,960 5.5% 296,411,035 13,404,684 4.52% 3.93% -1.93% 5.86%

309,694,616 3.0% 309,779,588 5.1% 274,614,397 -1,104,636 -0.40% -0.36% - -

第一生命 59,954,776 0.6% 57,210,613 0.9% 58,927,271 -1,110,777 -1.88% -1.95% -1.93% -0.02%

1,006,144,864 9.6% 909,616,111 14.9% 828,164,985 7,649,489 0.92% - -1.93% -

三菱UFJ 4,009,137,456 38.2% 142,805,988 2.3% 1,989,841,953 -8,473 0.00% -0.01% 0.00% -0.01%

三井住友 267,082,001 2.5% 0 0.0% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

第一生命 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4,276,219,457 40.8% 142,805,988 2.3% 1,989,841,953 -8,473 0.00% - -

8,326,236,322 79.3% 3,747,151,096 61.6% 5,315,614,280 -27,330,442 -0.51% -

債券戦略 300,175,966 2.9% 302,230,493 5.0% 300,000,000 2,230,493 0.74% 0.74%

損害保険 443,359,677 4.2% 285,538,822 4.7% 324,996,718 -10,925,145 -3.36% －

232,882,704 2.2% 242,008,632 4.0% 209,201,543 5,176,696 2.47% 2.19%

108,230,668 1.0% 108,336,228 1.8% 95,585,107 126,672 0.13% 0.12%

99,863,762 1.0% 101,156,188 1.7% 88,335,582 1,153,642 1.31% 1.15%

341,221,760 3.3% 340,516,499 5.6% 305,052,727 -1,633,366 -0.54% -0.76%

外国株式 0 0.0% 308,394,342 5.1% 286,133,567 7,973,900 2.79% 2.65%

一般勘定 第一生命 641,687,251 6.1% 650,875,203 10.7% 645,906,405 2,654,410 0.41% 0.41%

三菱UFJ 46,546 0.0% 20,476 0.0% 15,015,027 0 0.00% 0.00%

三井住友 0 0.0% 0 0.0% 10,000,000 0 0.00% 0.00%

2,167,468,334 20.7% 2,339,076,883 38.4% 2,280,226,676 6,757,302 0.30% -

10,493,704,656 100.0% 6,086,227,979 100.0% 7,595,840,956 -20,573,140 -0.27% -

中心値
前期末時価総額

<2017年10月末>
(円)

全体構成比
(％)

時価総額 (円)
（2018年2月末）

全体構成比
(％)

修正簿価平残
(円)

総合収益
(円)

修正総合収
益率(％)

時間加重収
益率(％)

ＢＭ
超過収益

（％）

国内債券 23% 553,919,409 25.3% 541,870,204 23.3% 484,864,026 2,179,306 0.45% 0.41% 0.53% -0.12%

国内株式 23% 674,274,610 30.8% 529,929,878 22.8% 509,346,181 -2,967,415 -0.58% -0.98% 0.31% -1.29%

外国債券 26% 614,650,516 28.1% 569,698,909 24.5% 536,318,730 -28,232,501 -5.26% -4.72% -4.78% 0.06%

251,677,630 11.5% 210,616,950 9.1% 198,212,282 -3,539,782 -1.79% -1.81% -1.93% 0.12%

384,817,842 17.6% 332,008,960 14.3% 296,411,035 13,404,684 4.52% 3.93% -1.93% 5.86%

636,495,472 29.1% 542,625,910 23.3% 494,623,317 9,864,902 1.99% 1.63% -1.93% 3.56%

短期資産 5% -292,153,836 -13.4% 142,775,404 6.1% 1,986,485,352 -8,473 0.00% -0.01% 0.00% -0.01%

100% 2,187,186,171 100.0% 2,326,900,305 100.0% 4,011,637,606 -19,164,181 -0.48% -2.96% -

リバランス契約 (300044647) 下限 中心値 上限

国内債券 8% 23% 33%

国内株式 8% 23% 33%

外国債券 11% 26% 36%

外国株式 8% 23% 33%

短期資産 2% 5% 65%

4,301,291,292

（2018/1/23 納付）

33F（パッシブ）

202F（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｱ型）

小計

短期金融資産(50F)

合計

一般勘定

短期資産
キャッシュ

キャッシュ

責任準備金相当額納付額

合計

資産合計

リバランス契約 内訳



リ
バ
ラ
ン
ス

標準スタイルミックス

標準スタイルミックス

標準スタイルミックス

外国株式 23%

オ
ル
タ
ナ
テ

ィ
ブ

内株ｻｽﾃｨﾅﾌﾞﾙ（74F)

国内株式ＭＮ（101F）

マルチ
アセット

ＤＲＦ(184F)

三井住友
ＧＡＲＳ

Ｋａｉｒｏｓ

三菱UFJ

PIMCO/GCOS

ネフィラ損害保険戦略

国内株式

合計

外国
株式

三菱UFJ

33F（パッシブ）

202F（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｱ型）

最小分散ﾍｯｼﾞ（181Ｆ）

パッシブ

外国株式小計

短期
資産

短期金融資産(50F)

旧住友バランス

短期資金

短期資産小計

外国
債券

三菱UFJ
標準スタイルミックス

ﾊﾟﾚｰﾄ為替ﾍｯｼﾞ(126F)

パッシブフルヘッジ

外国債券小計

国内株式小計

内訳



伝
統
資
産
バ
ラ
ン
ス
運
用
＋
特
化
運
用

国内
債券

三菱UFJ
標準スタイルミックス

ｱﾝｺﾝｽﾄﾚｲﾝﾄﾞ（165F）

アクティブ

国内債券小計

国内
株式

三菱UFJ

標準スタイルミックス

低β･高配当（51F）

最小分散（68Ｆ）

パッシブ

23.3%

4.8% 無 －

24.9% -30,000,000 23.6%

-1.5% 110,000,000 3.3%短期資産 -13.4% -4.7% －無

無

6.1% 無

22.8% 無

24.5% 無

23.3% 無 －

25.0% 無 －

2018/01末
構成比

2月中移動金額
移動後
構成比

22.8% 無 －

移動後
構成比

24.0% -15,000,000 23.4%

2018/02末
構成比

3月中移動金額
移動後
構成比

23.3% 無

無

無外国株式 29.1% 25.5%

25.8%

外国債券 28.1% 27.7% 26.8%

0.78% 0.78%

移動後
構成比

－

国内株式 30.8% 26.5% － -50,000,000

No.300044647
2017/10末

構成比
2017/11末

構成比

国内債券 25.3% 25.1%

-0.23% 不要 465.18

無

2017/12末
構成比

1月中移動金額
返納資金捻出のため

-2.68%

4.89% 不要 2,982.74 -4.53% -1.93% 不要

不要

－ 0.59% 不要 3,124.40 2.73% 2.73% 不要 3,190.14 4.27%

-0.85% -1.07% 不要 439.53 -5.51% -4.78%－

0.26% 不要 380.51 0.33%

2.65% 4.17% 不要 2,574.872,645.77 3.08% 3.08% 不要

不要 379.85 -0.11% 0.15% 不要0.33%

0.31% 不要

MSCI KOKUSAI ｲﾝﾃﾞｯｸｽ
(円ﾍﾞｰｽ、税引前・配当
込)

379.27

2,566.81

461.58

3,041.40

380.26

2,604.86

460.53

3,059.39

　NOMURA-BPI(総合)

　 TOPIX(配当込）

ｼﾃｨ世界国債ｲﾝﾃﾞｯｸｽ
(除く日本、ﾍｯｼﾞ無・円ﾍﾞｰ
ｽ）

不要 456.62

2,673.82

0.21% 0.54% 不要

－ 1.48% 不要

381.30

通期
騰落率

リバランス
判定

2018/02末
直近2ヶ月

騰落率
通期

騰落率
リバランス

判定
直近2ヶ月

騰落率
通期

騰落率
リバランス

判定
リバランス

判定
2018/01末

直近2ヶ月
騰落率ＢＭ

2017/10末
基準値

2017/11末
直近2ヶ月

騰落率
通期

騰落率
2017/12末

12月中移動金額

無

－

2018/3/16
直近2ヶ月

騰落率
通期

騰落率
リバランス

判定

381.83 0.52% 0.67%

2,529.07 -5.41% -1.47%

440.70 -3.49% -4.52%

2,999.45 -5.98% -1.38%

2018/03末
構成比

期初リバランス
移動金額

移動後
構成比

－

－

23.6%

-15,000,000 26.1%

24.1% 無 －
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■ 平成 29年 4月～平成 30年 2月 

 

 

 

 

 

鹿児島県病院厚生年金基金＋企業年金基金 （4月～3月） 334

<2017年4月～2018年2月>

資産


前期末時価総額
<2017年3月末>

(円)

全体構成比
(％)

代行構成比
(％)

時価総額 (円)
（2018年2月末）

全体構成比
(％)

代行構成比
(％)

修正簿価平残
(円)

総合収益
(円)

修正総合収
益率(％)

時間加重収
益率(％)

BM(％)

552,055,890 3.4% 4.3% 541,870,204 8.9% 14.5% 564,126,367 4,892,284 0.87% 0.90% 0.74%

1,211,238,400 7.5% 9.5% 307,087,704 5.0% 8.2% 882,187,787 15,860,317 1.80% 0.66% -

三井住友 94,250,474 0.6% 0.7% 0 0.0% 0.0% 55,868,264 299,918 0.54% - -

みずほ 1,064,493,769 6.6% 8.4% 0 0.0% 0.0% 262,682,326 5,728,651 2.18% - -

第一生命 1,230,589,272 7.6% 9.7% 58,134,050 1.0% 1.6% 639,482,627 12,084,598 1.89% - -

4,152,627,805 25.8% 32.6% 907,091,958 14.9% 24.2% 2,404,347,372 38,865,768 1.62% - 0.74%

1,710,438,660 10.6% 13.4% 529,929,878 8.7% 14.1% 1,234,386,364 217,529,155 17.62% 18.37% 18.28%

223,284,438 1.4% 1.8% 217,056,375 3.6% 5.8% 214,172,158 36,574,491 17.08% 17.17% 18.28%

99,208,692 0.6% 0.8% 115,870,791 1.9% 3.1% 104,264,824 16,662,099 15.98% 16.79% -

三井住友 60,218,542 0.4% 0.5% 0 0.0% 0.0% 34,847,438 7,978,059 22.89% - -

みずほ 587,981,193 3.7% 4.6% 0 0.0% 0.0% 261,541,183 57,585,149 22.02% - -

第一生命 450,283,918 2.8% 3.5% 59,042,353 1.0% 1.6% 146,636,186 39,413,776 26.88% - -

3,131,415,443 19.4% 24.6% 921,899,397 15.1% 24.6% 1,995,848,153 375,742,729 18.83% - 18.28%

617,484,828 3.8% 4.8% 569,698,909 9.4% 15.2% 619,600,782 15,386,001 2.48% 2.61% 2.74%

411,981,768 2.6% 3.2% 239,281,875 3.9% 6.4% 342,178,024 -2,713,537 -0.79% -1.51% -0.27%

三井住友 34,143,200 0.2% 0.3% 0 0.0% 0.0% 20,165,255 2,545,544 12.62% - -

みずほ 352,966,322 2.2% 2.8% 0 0.0% 0.0% 96,624,148 13,295,116 13.76% - -

第一生命 248,644,352 1.5% 2.0% 56,756,858 0.9% 1.5% 146,240,763 13,848,376 9.47% - -

1,665,220,470 10.3% 13.1% 865,737,642 14.2% 23.1% 1,224,808,972 42,361,500 3.46% - 2.74%

1,593,743,799 9.9% 12.5% 542,625,910 8.9% 14.5% 1,249,938,045 249,247,010 19.94% 19.19% 11.20%

524,400,000 3.3% 4.1% 309,779,588 5.1% 8.3% 377,229,249 16,845,270 4.47% 4.23% -

三井住友 54,822,206 0.3% 0.4% 0 0.0% 0.0% 31,675,697 6,543,522 20.66% - -

みずほ 535,437,052 3.3% 4.2% 0 0.0% 0.0% 180,979,692 29,333,087 16.21% - -

第一生命 400,134,997 2.5% 3.1% 57,210,613 0.9% 1.5% 228,367,868 19,543,578 8.56% - -

3,108,538,054 19.3% 24.4% 909,616,111 14.9% 24.3% 2,068,190,551 321,512,467 15.55% - 11.20%

三井住友 12,184,583 0.1% 0.1% 0 0.0% 0.0% 21,797,912 -1,828 -0.01% - -

みずほ 59,629,167 0.4% 0.5% 0 0.0% 0.0% 60,247,458 0 0.00% - -

三菱UFJ 455,757,560 2.8% 3.6% 142,805,988 2.3% 3.8% 1,810,689,871 -381,245 -0.02% -0.02%

527,571,310 3.3% 4.1% 142,805,988 2.3% 3.8% 1,892,735,241 -383,073 -0.02% - 0.00%

12,585,373,082 78.1% 98.7% 3,747,151,096 61.6% 100.0% 9,585,930,289 778,099,391 8.12% -

財投債 代替 160,277,900 1.0% 1.3% 0 0.0% 0.0% 0 0 0.00% 0.00%

160,277,900 1.0% 1.3% 0 0.0% 0.0% 0 0 0.00% -

12,745,650,982 79.1% 100.0% 3,747,151,096 61.6% 100.0% 9,585,930,289 778,099,391 8.12% -

642,479,528 4.0% 0 0.0% 246,081,501 8,790,162 3.57% 1.77%

0 0.0% 302,230,493 5.0% 162,574,850 2,230,493 1.37% 0.74%

455,532,660 2.8% 285,538,822 4.7% 430,275,292 -19,993,838 -4.65% -

314,555,403 2.0% 242,008,632 4.0% 273,206,609 51,599,471 18.89% 19.55%

506,100,000 3.1% 108,336,228 1.8% 264,700,936 5,002,723 1.89% 1.18%

0 0.0% 101,156,188 1.7% 41,617,354 1,158,413 2.78% 1.16%

335,747,601 2.1% 340,516,499 5.6% 324,727,287 2,540,793 0.78% -

0 0.0% 308,394,342 5.1% 102,802,479 7,973,900 7.76% -

野村ＡＳ 462,351,670 2.9% 0 0.0% 271,628,463 22,340,327 8.22% 4.83%

第一生命 644,262,949 4.0% 650,875,203 10.7% 644,608,972 8,145,876 1.26% -

三菱UFJ 0 0.0% 20,476 0.0% 898,203 0 0.00% 0.00%

三井住友 0 0.0% 0 0.0% 3,592,814 0 0.00% 0.00%

3,361,029,811 20.9% 2,339,076,883 38.4% 2,766,714,760 89,788,320 3.25% -

16,106,680,793 100.0% 6,086,227,979 100.0% 12,352,645,049 867,887,711 7.03% -

時価総額（円） シェア(%) 時価総額（円） シェア(%) 修正簿価平残（円） 総合収益（円） 修正総合収益 時間加重収益

9,478,539,526 58.8% 4,555,298,061 74.8% 8,818,128,216 618,689,269 7.02% 5.06%

591,366,606 3.7% 648,910,841 10.7% 595,477,146 27,879,908 4.68% -

2,600,507,503 16.1% 0 0.0% 862,074,807 105,942,003 12.29% -

2,973,915,488 18.5% 882,019,077 14.5% 1,805,336,416 93,036,204 5.15% -

462,351,670 2.9% 0 0.0% 271,628,463 22,340,327 8.22% 4.83%

16,106,680,793 100.0% 6,086,227,979 100.0% 12,352,645,049 867,887,711 7.03% -

3,516,007,222 77.2% 7,398,773,471 569,901,845 7.70% -

1,039,290,839 22.8% 1,419,354,745 48,787,424 3.44% -

4,555,298,061 100.0% 8,818,128,216 618,689,269 7.02% -

0 0.0% 164,354,566 17,365,215 10.57% -

648,910,841 100.0% 431,122,580 10,514,693 2.44% -

648,910,841 100.0% 595,477,146 27,879,908 4.68% -

231,143,874 26.2% 1,160,727,445 84,890,328 7.31% -

650,875,203 73.8% 644,608,972 8,145,876 1.26% -

882,019,077 100.0% 1,805,336,416 93,036,204 5.15% -

内訳



代
行
マ

ッ
チ
ン
グ
目
的
部
分

国内
債券

三菱UFJ
標準スタイルミックス

ｱﾝｺﾝｽﾄﾚｲﾝﾄﾞ（165F）

旧住友バランス

バランス

アクティブ

国内債券小計

国内
株式

三菱UFJ

標準スタイルミックス

低β･高配当（51F）

最小分散（68Ｆ）

旧住友バランス

バランス

パッシブ

国内株式小計

外国
債券

三菱UFJ
標準スタイルミックス

ﾊﾟﾚｰﾄ為替ﾍｯｼﾞ(126F)

旧住友バランス

バランス

パッシブフルヘッジ

外国債券小計

伝統資産バランス運用小計

外国
株式

三菱UFJ
ファンド指定スタイル

最小分散ﾍｯｼﾞ（181Ｆ）

旧住友バランス

バランス

パッシブ

外国株式小計

短期
資産

旧住友バランス

バランス

短期金融資産(50F)

短期資産小計

株式ＬＳ

短期資産

財投債代替小計

合計

加
算
マ

ッ
チ
ン
グ
目
的
部
分

個別
プロダクト
（絶対
収益）

三菱UFJ

PIMCO絶対収益追求

PIMCO/GCOS

ネフィラ損害保険戦略

内株ｻｽﾃｨﾅﾌﾞﾙ（74F)

国内株式ＭＮ（101F）

184F（DRF型）

三井住友
ＧＡＲＳ

Kairos

第一生命

一般勘定

キャッシュ

キャッシュ

合計

資産合計

2017年3月末 2018年2月末

金融機関名

三菱ＵＦＪ

三井住友

みずほ信

野村ＡＳ

合計

三菱ＵＦＪ

代行マッチング目的部分

加算マッチング目的部分

小計

三井住友

代行マッチング目的部分

加算マッチング目的部分

小計

第一生命

代行マッチング目的部分

加算マッチング目的部分

小計
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報告第３号 キャッシュバランスプランの適用利率の改定について    

 平成３０年４月１日より適用されるキャッシュバランスプランにおける利率は以下

のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改定後の再評価率・指標利率の算出方法

① 期間10年の5年平均の率 ： （0.1%未満切り捨て）

② 期間10年の1年平均の率 ： （0.1%未満切り捨て）

③ ①と②のいずれか低い率 ：

④ 上限の率 ：

⑤ 下限の率 ：

⇒　

　

① 期間10年の5年平均の率 ： （0.1%未満切り捨て）

② 期間10年の1年平均の率 ： （0.1%未満切り捨て）

③ ①と②のいずれか低い率 ：

④ 上限の率 ：

⑤ 下限の率 ：

⇒　

　

2

No. 利率 算出方法

1

規約第44条
第2項に定める

再評価率
（仮想個人勘
定残高に付く

利息）

国債（期間10年のもの）の前年12月以前5年平均の率（①）と
国債（期間10年のもの）の前年12月以前1年平均の率（②）の
いずれか低い率（③）となります。
ただし、4.0％を上回る場合は4.0％（④）、0.0％を下回る場合は0.0％（⑤）とします。

0.3%

0.0%

0.0%

4.0%

0.0%

0.0%

規約第48条
に定める
指標利率

（標準年金額
計算に使用）

国債（期間10年のもの）の前年12月以前5年平均の率（①）と
国債（期間10年のもの）の前年12月以前1年平均の率（②）の
いずれか低い率（③）となります。
ただし、4.0％を上回る場合は4.0％（④）、0.0％を下回る場合は0.0％（⑤）とします。

0.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

4.0%
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報告第４号 事業主向け「病院年金基金ニュース」発刊について     

 事業主様の年金事務ご担当部署あてに「病院年金基金ニュース」を不定期で発行し、

代議員会や年金資産管理運用委員会等の議事の概要や、事務取扱の変更など、平易な

表現でタイムリーにお知らせいたします。 

 

　例えば、基本上乗せ部分が１年間で１，０００円といった方も多数おられるため、従来の終身で

(運用目標）　目標とする収益率は、将来にわたって健全な年金制度運営を維持するために必要な収

事業主の皆さまへ 病院年金基金ニュース

　当基金は、昨年の１１月１日より「厚生年金基金」から「企業年金基金」に移行しましたが、国が

２０１８年４月Ｎｏ．１

鹿児島県病院企業年金基金　　　　　　　　　　　　　　　　　☎ ０９９－２２７－２２８８

通知等により、基金の「運用の基本方針」および「政策的資産構成割合（政策アセットミックス）」

の変更とこれに関する規約変更が必要となりました。３月２６日に開催された第２回代議員会で

ご審議いただきご承認いただきました。

【年金資産の運用に関する基本方針（主要項目のみ抜粋）】

（運用目的）　当基金は、当基金が実施する企業年金基金の規約に規定した年金給付金および一時

金等の支払いを将来にわたり確実に行うことを目的とし、許容されるリスクの範囲内で、必要とされる運

用収益を長期的に確保することを運用目的とする。

益率、具体的には当基金の予定利率とし、これを長期的に上回るものとする。

（政策的資産構成割合）　前述の運用目標を達成するために、政策的資産構成割合（以下、「政策

アセットミックス」という）を定め、これに基づいた資産構成割合を別紙の通りに定める。

企業年金基金は年金資産６０億円でスタートしました。

受給者・待期者の方に「基本上乗せ部分の受取方法」の選択をお願いしています。

運用の基本方針を変更しました。

金額となっていました。企業年金基金移行に伴って、上記①の金額を国に返却したため、現在は

上記②の「基本上乗せ部分」の支給義務だけが基金に残っています。この部分は給付設計上も

極めて薄い（金額が少ない）ものですが、終身で受取る以外の選択肢がありませんでした。

の受取りに加えて、５年間で受取る（確定年金）方法や、一括受取り（一時金）で精算する方法を

選択できるようにし、２月に受給者、待期者合わせて１０，５６０人の方々にご案内しました。

　昨年１１月に公布された確定給付企業年金ガバナンス見直しに関する（厚生労働）省令および

厚生年金として支払う原資（責任準備金相当額）の最終残額（４３億円）の返却が１月２３日に完

了し、企業年金基金としては、６１億円（１月末）の資産規模でスタートすることとなりました。

　厚生年金基金時代の「基本部分」の年金は、①国の代行をした金額 ＋ ②基金が上乗せした
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ポータビリティの拡充への規約対応を行いました。

　加入者の資格を喪失した者のうち、確定給付企業年金の脱退一時金の受給権を満たす全て

の者が、他の企業年金（確定給付企業年金、確定拠出企業年金）および連合会への移換が可

　平成３０年５月１日からの取扱いとなりますが、当基金の規約対応は、３月２６日の代議員会

でご承認いただきました。

平成３０年度のキャッシュバランスプランの適用利率が確定しました。

能となります。

　平成３０年４月１日より適用されるキャッシュバランスプランにおける利率は以下のとおりです。

Ⅰ． 再評価率（仮想個人勘定残高に付く利息）　　 ０．０％

①と②のいずれか低い率。ただし、４．０％を上回る場合は４．０％、０．０％を下回る場合は０．０％

鹿児島県病院企業年金基金　　　　　　　　　　　　　　　　　☎ ０９９－２２７－２２８８

Ⅱ． 指標利率（標準年金額計算に使用する利率） ０．０％

【再評価率・指標利率の算出方法】

国債（期間１０年もの）の前年１２月以前５年平均の率　０．３％　・・・①

国債（期間１０年もの）の前年１２月以前１年平均の率　０．０％　・・・②

備考

国内債券 BM運用 9% 3% ～ 13%

国内株式 BM運用 9% 3% ～ 13%

外国債券 BM運用 10% 4% ～ 14%

外国株式 BM運用 9% 3% ～ 13%

短期資産 BM運用 2% 1% ～ 25%

39%

国内債券 代替運用 6% 3% ～ 9%

国内株式 代替運用 6% 3% ～ 9%

外国債券 代替運用 5% 2% ～ 8%

外国株式 代替運用 6% 3% ～ 9%

23%

28% 25% ～ 31%

10% 7% ～ 13%

100%

別紙１政策アセットミックス（2017年11月1日改定）

中心値 許容乖離幅

小計

小計

資産区分

合計

時価放置とし、年１回（期
初に）必要に応じてリバラ
ンスを行う。

別途定めるリバランスルー
ルに基づき月次リバランス
を行う。

オルタナティブ

生保一般勘定

資産区分

国内債券 15% 期待収益率 ① 3.37%

国内株式 15% 標準偏差 ② 7.88%

外国債券 15% ①/② 0.43

外国株式 15%

短期資産 2%

オルタナティブ 28%

新一般勘定 10%

合計 100%

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の中期金
融変数を使用。
オルタナティブについては、ヘッジファ
ンド（ローリスク）とヘッジファンド（ハイリ
スク）をそれぞれ50%組入れる前提で
計算している。

構成比 政策AM（期待リターン・リスク）

期待リターン・リスク 1 2 3 4 5 6 7 8

円債パッシブ 0.05% 2.36% 1 円債パッシブ 1.0

円株パッシブ 6.10% 18.00% 2 円株パッシブ -0.3 1.0

外債パッシブ 1.50% 10.80% 3 外債パッシブ 0.1 0.3 1.0

外株パッシブ 6.50% 19.50% 4 外株パッシブ -0.2 0.6 0.6 1.0

ヘッジファンド（ローリスク） 3.00% 6.00% 5 ヘッジファンド（ローリスク） 0.0 0.5 0.5 0.8 1.0

ヘッジファンド（ハイリスク） 5.00% 12.00% 6 ヘッジファンド（ハイリスク） 0.0 0.4 0.4 0.7 0.8 1.0

新一般勘定 1.25% 0.00% 7 新一般勘定 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

短期資産運用 -0.05% 0.00% 8 短期資産運用 0.1 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.3 0.0 1.0

期待収益率 標準偏差 相関
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その他                               
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鹿児島県病院企業年金基金 第 2回 代議員会資料 2018.3.26. 


